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●日本医労連の2023年介護施設夜勤実態調査は、
124施設、179職場、３，332人分を集約しました。調
査結果を報告するとともに、お忙しい中、ご協力い
ただいた皆さまに心から感謝申し上げます。
今回の調査結果でも明らかなように、深刻な労

働・夜勤実態の改善は遅々として進んでいないのが
現状です。看護師確保法のような指針が介護現場に
はないため、夜勤日数は青天井となっており、夜勤
協定についても35．５%（昨年32．０%）が無いと回答
しています。長時間労働を伴う２交替夜勤の割合は
89．３%（同87．４%）と９割近くを占め、そのうち
87．０%（同78．８%）の施設で16時間以上の長時間と
なっており、労働負担が大きくなっています。
こうした深刻な夜勤実態と、全産業と比べ所定内

賃金が平均73，900円も少ない低賃金（厚労省賃金
センサス）と相まって、離職を促し、人員不足とな
り、さらに労働実態が悪化するという負のスパイラ
ル状態が続いています。
●東京商工リサーチによると２０２３年１２月１５日までに
倒産した訪問介護事業所は６０件に達し、その背景に
は物価高に加え、人手不足の中ヘルパーの高齢化が
進む一方で他産業との賃金格差が広がり、若いヘル
パーの採用が難しいことがあると分析しています。
２４年度介護報酬の改定次第では倒産や廃業が増加す
る事態も懸念されています。
●ケア労働者の大幅賃上げなしに人員不足を解消す
ることはできず、他産業との賃金格差を解消しなけ
れば「選ばれない職業」になってしまいます。ま
た、医労連の23秋闘の回答では一時金の10万円近
い引き下げ回答が目立ち、上積み回答を求めてたた
かうものの、前年実績まで取り戻せない状況でし
た。2024年２月からの月６，000円の賃上げや診療報

酬０．88%、介護報酬１．59%のプラス改定といった報
道などもありますが、全産業平均と比べれば一桁足
りない金額であり、私たちが求める「すべてのケア
労働者の大幅賃上げ」とはほど遠い内容です。
●この間、不十分な内容ではあるにせよ、国からケ
ア労働者の賃金引き上げの政策が出されています
が、賃上げどころか大幅な賃下げ回答を簡単に出し
てくる経営者もいます。「賃金上げろ」の声を出せ
るのは労働組合しかありません。「ストライキを構
えて大幅引き下げを取り戻した」「回答指定日にス
トを配置して賃上げを勝ち取った」など、産別統一
闘争に結集してストライキを背景にたたかい抜いた
組合では成果もありました。
かつて全国の看護師が立ち上がった1989年の
ナースウェーブ運動では、切れ目のない運動を全国
で展開し、1991年には１，182病院10万人が立ち上が
るストで世論を大きく動かしたという歴史がありま
す。23春闘で展開した「医労連統一スト」や「産
別統一闘争」で積み上げた経験と力を束ねながら、
それを３倍、５倍と広げることができれば、10万
人ストのような世論を大きく動かすデモンストレー
ションも実現可能です。
日本医労連は24春闘で、大幅賃上げ要求をかか
げて「医労連統一スト」に立ち上がることを呼びか
けています。医療・介護従事者の犠牲の上に成り
立っている職場の怒りの声を集めて、全国の医療・
介護労働者が一斉に立ち上がり、世論を大きく動か
すデモンストレーションを展開していきたいと強く
思います。
私たちが求める「安全・安心の介護実現」のため
に、職場から声を上げ続け、介護の未来をかえてい
きましょう。

あぶらい し

油石
ひ ろ よ し

博敬
日本医労連書記次長
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介護職員の不足の現状

介護現場では離職率が高く、慢性的な人材不足と
言われてきた。2009年８月17日に厚生労働省で開
催された「第40回労働政策審議会職業安定分科会
雇用対策基本問題部会」での提示資料によると、
2008年の離職率は全産業の平均値と比べて高い現
状が示されている１）。また、「労働条件等の悩み・
不安・不満等」という設問に対し、福祉施設で働く
介護員の69．３%が「仕事内容のわりに賃金が低い」
と回答し、64．９%が「人手が足りない」と回答して
いることが示されている２）。この部会から15年が
経過したが、日本医労連が実施した「2023年介護
施設夜勤実態調査」の調査結果を見ると、長時間に
及ぶ１人夜勤が行われている施設が多いことなど、
人材不足が引き起こしていると思われる厳しい現場
の実態が浮き彫りになっている。
そこで本稿では介護職員不足の現状を多方面から

分析するとともに、厚労省が示した介護職員の必要
数の問題点について考察する。

１．介護職員の離職の現状
公益財団法人介護労働安定センターが実施した

「令和４年度介護労働実態調査」の結果の概要を見
ると、訪問介護員と福祉施設で働く介護職員を合わ
せた2022年度の離職率は14．４%である３）。なお、

厚労省「令和４年雇用動向調査結果の概況」による
2022年の日本の離職率は15．０%となっている４）。
2022年度と2022年の違いはあるものの、現在、介
護職員の離職率は他の産業と比べて高いわけではな
い。
また、図は訪問介護員と介護職員を合わせた2005
年度から2022年度までの採用率と離職率の推移を
示したものである。これを見ると、離職率は2007
年度の21．６%をピークに減少傾向であり、介護職員
の離職率の高さは解消されてきていると言えるだろ
う。
さらに図から、2005年度から2022年度まで一貫

して離職率よりも採用率が高いことが分かる。辞め
る職員よりも入ってくる職員が多いことを示してお
り、介護職員は増加していると言える。ただし、こ
れをもって介護職員の不足は解消されたということ
はできない。その理由については後述する。

２．介護職員の必要数
厚労省は2021年７月９日、第８期介護保険事業
計画の介護サービス見込み量等に基づく介護職員の
必要数を公表した。2019年10月１日現在の介護職
員は約211万人であるが、2023年度の介護職員の必
要数は約233万人、2025年度は243万人、2040年度
は280万人となることが示されている５）。2019年
時点と比べ、2023年度はあと約22万人、2025年度
はあと約32万人、2045年度はあと約69万人の介護
職員を確保しないと必要な介護を提供できないとい
うことになる。
入手可能な最新データで介護職員数を確認する
と、2021年10月１日の介護職員数は214．９万人とな
っている６）。2023年度には、2019年10月１日時点
であと約22万人の介護職員が必要とされていたの
が、2021年10月１日時点では、約４万人介護職員
が増加したことから、あと約18．１万人の介護職員
が必要となっている。2021年と比べ、さらに介護
職員数が増加し改善した可能性はあるが、厚労省が
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示す推計によれば、現在約18万人の介護職員が不
足していると言えるだろう。ただし、この推計は過
小評価されている可能性がある。

３．有効求人倍率から見る不足
厚労省「一般職業紹介状況」によると、2023年11

月の有効求人倍率は１．28倍である７）。有効求人倍
率とは、仕事を求めている（就職活動を行ってい
る）求職者に対する事業所が募集している求人数の
割合であり、求職者と求人数が等しくなると有効求
人倍率は１となる。例えば有効求人倍率が２となれ
ば、１人の求職者に対して２つ仕事がある状態であ
る。一方、有効求人倍率が０．５となると２人の求職
者に対して１つしか仕事がなく、就職困難な状況を
示している。
2019年は、年間平均の有効求人倍率が１．６倍であ

ったが、新型コロナウイルスの流行による飲食業や
旅行業の低迷等を受けて、2020年９月に１．04倍ま
で下がった。その水準と比べると2023年11月の有
効求人倍率は高く、新型コロナウイルスからの回復
が見てとれるが、2019年の水準までには回復して
おらず、依然として厳しい雇用状況である。ところ
が、2023年11月の「介護サービス職業従事者」の
有効求人倍率は４．06と非常に高くなっている８）。
つまり、労働市場が示している必要な介護職員は求
職数の４倍以上であるため、需要と供給には大きな
ギャップがあるといえる。ちなみに、医師不足、看

護師不足が叫ばれているが、「医師、歯科医師、獣
医師、薬剤師」の有効求人倍率は２．26倍、「保健
師、助産師、看護師」の有効求人倍率は２．11とな
っており、医師や看護師よりも介護職員の不足が深
刻であると言える。
前項で示したが、2023年度の介護職員の必要数

（需要数）が約233万人であるのに対し、2021年の
介護職員数（供給数）は約214．９万人である。需要
数／供給数でみると、１．08となる。ここで示した
数値はすでに介護職員として働いている人数が含ま
れているのに対し、有効求人倍率は新たに介護職員
として働く者に対する数値であるため注意する必要
があるが、それを考慮しても、有効求人倍率と介護
職員の必要数の間には大きなギャップがある。この
ことから、現在の介護職員の不足約18万人という
数値はかなり少なく見積もられ、実際はもっと不足
が深刻である可能性がある。

４．介護職員の人員配置基準
介護施設・事業所では、規模や種類ごとに厚労省
によって介護職員の人員配置基準が定められてい
る。介護保険施設である介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設にお
けるそれぞれの人員配置基準について確認する。介
護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）では、入所
者数３人に対し１人の介護職員または看護職員を配
置しなければならない（いわゆる３対１）。介護老

図 訪問介護員と介護職員を合わせた採用率と離職率の推移
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介護職員の必要数の問題点

人員配置基準と看護職員の
必要数のジレンマ

人福祉施設でも入所者３人に対し１人の看護職員ま
たは介護職員を配置しなければならない。ただし、
看護職員が７分の２程度必要とされている。介護医
療院では、入居者５人に対して１人介護職員を配置
しなければならず、介護療養型医療施設では入居者
６人に対して１人の介護職員を配置しなければなら
ない。
厚労省「令和３年介護サービス施設・事業所調査

の概況」によると、2021年10月１日の介護保険施
設数は13，731であるが、介護老人福祉施設数８，414
と介護老人保健施設数４，279の合計は12，693とな
り、92．４%を占めている９）。したがって、ほとん
どの介護保険施設では、入所者数３人に対して１人
の介護職員の配置（３対１）が必要であると言え
る。
注意しなければならないのは、３人の入居者に対

して１人の介護職員（あるいは看護職員）が常にい
るわけではないということである。常勤の介護職員
の総数が入居者の３倍必要という意味である。人員
配置基準は介護施設・事業所を運営するために必要
な最低限の基準であるため、人員配置基準を満たし
たからといって、十分な介護職員がいるというわけ
ではない。

介護職員の必要数とは、「介護保険給付の対象と
なる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する
介護職員の必要数に、介護予防・日常生活支援総合
事業における従前の介護予防訪問介護等に相当する
サービスに従事する介護職員の必要数を加えたも
の」であり、都道府県が推計したものを足し合わせ
ることで算出している10）。
さらに詳しく見ると、都道府県は、

介護職員の需要数（必要数）=（推計に使用する
利用者100人当たりの介護職員等数）×（利用者
100人当たりの介護職員割合の増減率）×（将来の
介護サービス等利用者数）÷100

という数式にて介護職員の必要数を算出する。ここ
で注目すべきは、「推計に使用する利用者100人当
たりの介護職員等数」である。これは介護職員の

「配置率」であり、

配置率=（現在の介護職員等数）
÷（現在のサービス別利用者数）
÷100

となる。ほとんどの介護保険施設の人員配置基準が
３対１となっていることから、介護職員が不足し、
ぎりぎりで基準を満たしている多くの施設では、
（現在の介護職員等数）／（現在のサービス別利用
者数）の値は１／３となる。したがって、厚労省が
示す介護職員の必要数を満たしたとしても、介護保
険施設の設置基準を満たすだけで、介護職員の不足
を解消したことにならないだろう。
2022年10月20日、内閣府規制改革推進会議の
「第１回医療・介護・感染症対策ワーキング・グル
ープ」において「介護、障害者、保育サービスにお
ける管理者等の人員配置基準の柔軟化」が議論され
た11）。ＩＣＴ等を活用することで現行の人員配置
基準を緩和することが検討されている。人材が確保
できず、介護施設・事業所が休止・廃止に追い込ま
れる可能性があることから人員配置基準の柔軟化の
議論は必要であろう。他方、もし仮に、人員配置基
準が緩和され、４対１になった場合、（現在の介護
職員等数）／（現在のサービス別利用者数）が引き
下げられることから、介護職員の必要数は減少す
る。そうなれば、厚労省によって示された介護職員

かい り

の必要数がますます実態と乖離するものになるであ
ろう。
ただし、現在、内閣府のワーキンググループで議
論されている人員配置基準の柔軟化は介護施設・事
業所の選択肢の幅を広げるものであって、一律に３
対１を４対１に変えるというものではない点は注意
いただきたい。

本稿の目的は介護職員の不足の現状を多方面から
分析するとともに、厚労省が示した介護職員の必要
数の問題点について考察することであった。
介護職員の離職率の高さは解消しているが、依然
として介護職員の不足は深刻である。厚労省の推計

特別寄稿

医療労働 ５



�����������������������������������������������������������������������������

によれば、介護職員の不足数は、2023年度は約22
万人、2025年度は約32万人、2045年度は約69万人
と示されている。しかしながら、有効求人倍率や介
護職員の必要数の計算方法から考察すると、それ以
上に介護職員は不足する可能性がある。
介護職員の必要数の算定式に「配置率」を用いる

ことで、人員配置基準と看護職員の必要数のジレン
マに陥ることになる。すなわち、介護職員が不足し
ている現在、介護施設・事業所は運営に必要な人材
を集められず人員配置基準を緩和しないと介護施設
・事業所の休止・廃止に追い込まれることになる。
そうなると、介護ニーズに対応できなくなる。一

方、人員配置基準を緩和してしまうと、入居者に対
する職員数が減少し、１人夜勤などの過酷な労働環
境が改善されない。同時に、介護職員の必要数を引
き下げることになるため、政策的に介護職員の養成
や確保が過小となり、ますます介護職員は不足状態
となってしまう可能性がある。
人員配置基準をどのようにすればいいのか、この
困難な問題に向き合うためにも、介護職員の正確な
不足の現状を把握し、今後の介護職員の確保につな
げるため、まずは介護職員の必要数の算出方式を見
直すことが求められる。

１）厚生労働省「介護労働の現状について」

（https : //www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0817-4

d.pdf）p.６を参照のこと。

２）前掲資料 p.11を参照のこと。

３）公益財団法人人介護労働安定センター「令和4年度

『介護労働実態調査』結果の概要について」

（https : //www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2023r01

-chousa-gaiyou-0821.pdf）p.１を参照のこと。

４）厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」

（https : //www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyo

u/doukou/23-2/dl/gaikyou.pdf）p.１を参照のこと。

５）厚生労働省「第８期介護保険事業計画に基づく介護職

員の必要数について」

（https : //www.mhlw.go.jp/content/12004000/000804

129.pdf）を参照のこと。

６）厚生労働省「介護職員数の推移」

（https : //www.mhlw.go.jp/content/12000000/001113

277.pdf）を参照のこと。

７）厚生労働省「一般職業紹介状況（令和5年11月分）に

ついて」

（https : //www.mhlw.go.jp/stf/newpage-36989.html）

を参照のこと。

８）厚生労働省「一般職業紹介状況（令和５年11月分）

について（参考統計表）」

（https : //www.mhlw.go.jp/content/11602000/001182

864.pdf）を参照のこと。

９）厚生労働省「令和３年介護サービス施設・事業所調査

の概況」

（https : //www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/se

rvice21/dl/kekka-gaiyou-1.pdf）p.３を参照のこと。

１０）厚生労働省「第８期介護保険事業計画に基づく介護職

員の必要数について」

（https : //www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207323-00

005.html）から引用した。

１１）内閣府「第１回 医療・介護・感染症対策ワーキング

・グループ議事概要」

（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/

wg/2210-03medical/221020/medical01-minutes.pdf）

を参照のこと。
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介護施設夜勤実態調査の
意義と活用について

●調査結果から見えてくる介護施設における夜勤労
働の問題点

介護労働者の離職防止を図る意味でも夜勤労働の
問題改善は重要な課題です。介護施設夜勤実態調査
の結果からは、介護施設における夜勤労働の問題点
がさまざま浮かび上がっていますが、その中でも特
に以下の３点については早期に改善する必要があり
ます。
①２交替夜勤（１６時間にわたる長時間夜勤労働）
２交替夜勤は２日分の労働を連続して行う長時間

の夜勤形態です。ただでさえ負担の大きい夜勤を１６
時間にもわたって行う事は想像以上に過酷です。交
替制による夜勤労働は作業能力の低下を引き起こ
し、特に明け方に顕著だということが解明されてい
ます。労働者に過度の負担を強い、利用者の安全に
も深刻な影響を及ぼす長時間夜勤の改善は急務で
す。
②実態に合わない人員配置
介護施設の夜勤配置については「厚生労働大臣が

定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」
（３５ページ参照）で定められていますが、一人夜勤
が認められるなど、利用者の安全や労働者の労働負
担の視点からも実態に合わない基準となっていま
す。実態に合った夜勤配置にしていくためには、こ
の基準の改定を求める必要があります。
③上限規制のない夜勤日数（回数）
１９９２年に制定された看護師確保法では、看護師の
離職防止対策・夜勤負担軽減のための指針として
「複数体制・月８日以内（３交替の場合）」を位置
付けています。しかし、介護現場にはこのような指
針はないため、夜勤日数（回数）が青天井になって
います。夜勤交替制労働には、睡眠・感情障害（短
期的リスク）や発がん性のリスク（長期的リスク）
といった健康リスクが伴います。こうしたリスクを
最小限に抑えるためにも、夜勤の日数（回数）制限
は必要です。
今回の調査で、夜勤協定が「無」と答えた施設は

３２．０％となっています。早急に夜勤協定を締結する
必要があります。

●勤務間インターバルの確保の必要性
上記に述べているように、介護労働者の夜勤労働
は、長時間の２交替夜勤、一人夜勤が当たり前に
なっているのが現状です。身体を休ませるために
も、勤務間隔は１２時間以上あける必要があります。

●職員の人員配置に対する国の姿勢

これらの夜勤の問題点を解決していくためには、
介護職員を増員するしかありません。日本医労連で
は、利用者の安全と労働者の適正な労働条件を確保
できる水準の人員配置とするために、配置基準の引
き上げを厚生労働省に求めています。しかし、厚労
省は、適正に人員配置をするのは「基本的には事業
者の責任」だとしています。また、事業者が適正な
人員配置をしているかどうかについての監督責任は
都道府県にあるとしています。公的な制度の下で、
利用者の安全や適正な労働条件を確保できる水準を
確保するのは、本来国の責任です。しかし、厚労省
は「加算で対応している」「基準を引き上げれば事
業者の負担が増えるので、慎重に検討する必要があ
る」との姿勢を崩しておらず、その改善は遅々とし
て進んでいません。

●介護施設夜勤実態調査の意義とその活用

介護施設夜勤実態調査の意義は、夜勤労働の実態
を客観的なデータとして「見える化」したことにあ
ります。これにより、厚労省に対して、夜勤が過酷
だということを動かしようのない事実として示し、
改善を求めることができるようになりました。
もちろん、議会請願等での要請の裏付けとなる資
料として、あるいは記者発表の資料として活用する
ことができます。また、組織拡大や運動を広げるた
めに、介護施設の訪問や業界団体との懇談などにも
活用できます。なかなか改善されない人員配置の問
題を前進させていくためには、世論を大きく広げて
いく必要があります。まずは現場から声を上げ、
「人員配置基準を引き上げよ」の世論で国を包囲し
ていきましょう。一刻も早く夜勤改善を実現するた
めに、本報告を活用して下さい。

日本医労連介護対策委員会
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はじめに
介護施設夜勤実態調査は介護施設の夜間業務の実

態を明らかにして改善を図るために行っています。
１１回目となる今回の調査では、２全国組合１９都道府
県医労連に加盟する組合から介護施設１２４施設１７９職
場の回答が寄せられました。その年ごとに業態別の
集計数にばらつきがあることや、集計数自体が少な
い業態もあるため、集計値が調査ごとに一定程度の
影響を受けることはあるものの、夜勤形態や回数、
夜勤体制などの実態については、ほとんど改善せ
ず、厳しい状況が続いていることが明らかになって
います。介護施設で働く介護労働者が長く働き続け
られる環境を構築していくためにも、調査を通じて
明らかになった実態から、今後、問題解決をどのよ
うにすすめていくかが大きな課題です。
１．調査目的と実施要綱
本調査は、介護施設の夜勤改善を図るため、介護

福祉施設（特別養護老人ホーム、以下、特養）、介
護老人保健施設（以下、老健）、グループホーム
（以下、ＧＨ）、小規模多機能型居宅介護施設（以
下、小多機）、看護小規模多機能型居宅介護施設（以
下、看多機）、短期入所施設（以下、短期入所）、介
護医療院を対象に調査しました。２０２３年６月の勤務
実績を基本として、１１月中旬までの期間で回答を集
約し、夜勤形態、夜勤体制、夜勤日数（回数）な
ど、夜勤に関わる項目を中心に、実態を把握しまし
た。
２．職員体制
今回の調査では、１２４施設の職員のべ３，３３２人を対

象に調査しました。内訳は、介護職員が２，３８７人、
看護職員が６０８人、その他３３７人です。調査対象外の
その他施設の集計（１２施設）は、１～４の集計項目
を除いて、全体の集計には反映させずに、巻末でそ
の他施設の集計結果として掲載しています。

３．調査施設の概要
特養、老健、介護医療院は、利用者定員が４０人を
超える中～大規模な施設が大半を占め、老健では３７
施設中１６施設が１００人を超えています。ＧＨは３ユ
ニット１施設、２ユニット１８施設、１ユニット６施
設となっています。小多機、看多機の最大登録定員
は２９人ですが、１日の通所定員での集計としていま
す。１日の通所定員は２０人未満の小規模な施設が大
半となっています。
４．夜勤実態
夜勤形態では「２交替夜勤」の施設が１１２施設中

１００施設と、９割近く（８９．３％）を占めています。
そのうち、勤務時間１６時間以上の「２交替夜勤」は
８７施設（２交替夜勤の８７．０％）となっています。夜
勤体制では、規模の小さなＧＨ、小多機、看多機で
は全ての施設で１人体制となっています。比較的規
模の大きな特養や老健などでは複数体制になってい
ますが、職場単位での配置を見ると１人体制になっ
ている職場も確認できます。
仮眠室の有無では、３６．４％の施設で「仮眠室がな
い」状態になっており、特に、看多機では８４．６％が
施設に仮眠室がないと回答しています。夜勤日数
（回数）については、「３交替夜勤」の施設では９２．
６％の施設が「８日以内」に収まっています。一方
で、「２交替夜勤」の施設では、「４回以内（８日以
内に相当）」は５７．９％にとどまっています。
５．その他
夜勤手当は、正規職員の２交替夜勤で平均６，３６５
円、３交替夜勤の準夜で３，３４１円、深夜で４，０２２円と
なっています。夜勤時に、医療機関への受診などの
救急対応が必要となったことがあった施設が２６．２
％、夜勤明けの翌日が休日保障されていない施設が
３３．９％となっています（いずれも調査月）。夜勤も
含めた１日の勤務シフトの数は、平均５．３通りと過
去の傾向とほぼ変わりません。

２０２３年
介護施設夜勤実態調査結果概要
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業 態 施設数 職場数
特 養 １０ １８
老 健 ３７ ６０
Ｇ Ｈ ２５ ４５
小 規 模
多 機 能 型 １４ １４

看護小規模
多 機 能 型 １３ １３

単独型短期入所 １１ １１
介護医療院 ２ ２
その他施設 １２ １６

全 体 １２４ １７９

施設数 職場数
２０１３年 １１２ １３６
２０１４年 １１８ １５６
２０１５年 １５６ ２０５
２０１６年 １４３ １８８
２０１７年 １６５ ２１４
２０１８年 １３２ １７４
２０１９年 １４３ １９１
２０２０年 １５３ ２１９
２０２１年 １４２ ２０６
２０２２年 １４９ ２１０
２０２３年 １２４ １７９

過去のデータ

性 格 施設数 職場数
全 国 組 合 １５ ２３
自 治 体 ２ ３
民 医 連 ９７ １３１
一 般 １ ３
精 神 １ １
介 護 ５ １３
福 祉 ３ ５
未加盟組織 ０ ０

全 体 １２４ １７９

１ 調査結果件数

今回の調査では、１２４施設、１７９職場（前回１４９施
設、２１０職場）から回答を得ることができました。
今回は、加盟組織外からの回答はありませんでし
た。
業態別の集計数では、老健からの回答が最も多

く、ＧＨ、小多機、看多機と続いています。次い
で、短期入所、特養１０施設の回答となっており、傾
向は昨年と変わりがありませんでした。
その他施設（有料老人ホーム、サービス付き高齢

者住宅、養護老人ホーム）からの回答は１２施設でし
た。その他施設については、１～４の集計項目以外
では全体の集計には反映させずに、巻末でその他施
設の集計結果を掲載しています。

２ 性格別集計数

組合性格別の内訳では、民医連の施設からの回答
が９７施設・１３１職場と最も多くなっています。全国
組合の内訳は全厚労１２施設、全 JCHO３施設でし
た。今回の調査では、未加盟施設からの回答はあり
ませんでした。

結果
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加盟組織 施設数 職場数
全 厚 労 １２ １８
全ＪＣＨＯ病院労組 ３ ５
北 海 道 １４ ２１
青 森 ４ ４
秋 田 ２ ２
山 形 １６ ２１
群 馬 ７ ９
茨 城 ４ ７
長 野 ５ ７
新 潟 １５ ２６
東 京 １７ ２４
富 山 ２ ２
石 川 ４ ６
大 阪 １ ２
京 都 １ １
福 井 ３ ４
岡 山 ６ １０
香 川 １ １
愛 媛 ２ ３
徳 島 １ １
沖 縄 ４ ５
全 体 １２４ １７９

３ 加盟組織別集計数

今回の調査には、２全国組合１９県医労連から回答
が寄せられています（前回２組合２２県医労連）。内
訳は、東京医労連の１７施設を最多に、山形県医労
連、新潟県医労連、北海道医労連、全厚労と続いて
います。
回答のあった施設の所在地は２５都道府県となって
います。これまでに、介護施設夜勤実態調査に取り
組んだ組織は延べ４５組織となります。経年的に調査
を実施することで、調査に取り組む組織が増えてき
ました。調査結果に実態をより反映させていくため
にも、介護施設のあるすべての組織で調査に取り組
み、回答集約を引き上げて行く必要があります。
※回答のあった加盟組織と回答のあった施設の所在
地の件数が異なるのは、全国組合の回答が加盟組織
別集計に含まれていない県からの回答があるためで
す。
※本調査の対象となる施設を組織していない全国組
合・県医労連もあるため、最大で５４組織にはなりま
せん。

４ 勤務者総数

今回の調査は、３，３３２人分の実態を集約したもの
となっています。総職員数に占める介護職員数は
２，３８７人で、その割合は７１．６％（前回７０．４％）、看護
職員数は６０８人で１８．２％（前回１９．２％）、その他職員
数は３３７人で１０．１％（前回１０．３％）となっていま
す。男性職員が占める割合は全体で２６．９％（前回
２５．７％）、介護職員では３１．２％で前回（３０．８％）と
ほぼ同様となっています。
妊娠者の占める割合は、介護職員で０．９％、総職
員では０．６％となっています。産休・育休者の割合
を合計すると、介護職員１．０％、総職員１．０％とほぼ
同様になっています（男性職員数を計算式に含まな
い）。管理者を通しての調査ではないため、施設全
体の把握が難しく、実態よりも低くなる傾向がある
とはいえ、女性が多い職場であるにもかかわらず妊
娠・出産・育児の職員割合が０～１％台と少ない状
況は変わっていません。その背景には、夜勤のある
介護施設は、妊娠者が働くには過酷な勤務環境と
なっており、人員不足や職員体制の不足が、それに
拍車をかけているものと考えられます。こうした傾
向は、介護休暇の取得にもあてはまります。

（人）
全施設

介護
職員数

看護
職員数 その他 総職員数

総 数 ２，３８７ ６０８ ３３７ ３，３３２
（うち非正規
職員数） ６６８ １８１ １２１ ９７０

（うち
男性数） ７４５ ２９ １２３ ８９７

妊 娠 者 数 １４ １ １５

産 休 者 数 ４ ４

育 休 者 数 ２０ ４ ４ ２８
育児短時間
取 得 数 １１ ４ ６ ２１

介 護 休 暇
取 得 数 １ １ ３ ５

病 欠 者 数 １９ １２ ３１

総
数
人
員
と
の
割
合（
％
）

妊 娠 者 数 ０．９ ０．５ ０．６

産 休 者 数 ０．２ ０．２

育 休 者 数 ０．８ ０．７ １．２ ０．８
育児短時間
取 得 数 ０．５ ０．７ １．８ ０．６

介 護 休 暇
取 得 数 ０．０ ０．２ ０．９ ０．２

病 欠 者 数 ０．８ ２．０ ０．９
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業 態
有効
回答
施設数

１施設
あたりの
平均
職員数

職員数（人）

合計人数介護職員 看護職員 その他
正規
職員

非正規
職員

介護
職員計

正規
職員

非正規
職員

看護
職員計

正規
職員

非正規
職員

その他
職員計

特 養 ９ ３８．４ ２４６．０ ６３．０ ３０９．０ ２４．３ ５．２ ２９．５ ６．０ １．４ ７．４ ３４５．９
老 健 ３７ ３６．５ ８２６．３ ９６．１ ９２２．４ ３０９．９ ４６．２ ３５６．１ ５１．０ １９．６ ７０．６ １，３４９．１
Ｇ Ｈ ２３ １３．１ １７４．０ １１４．８ ２８８．８ ２．８ ２．８ ３．０ ５．６ ８．６ ３００．２
小 規 模
多 機 能 型 １４ １１．３ ８２．０ ４９．７ １３１．７ ６．０ １１．２ １７．２ ５．０ ４．９ ９．９ １５８．８

看護小規模
多 機 能 型 １３ １６．７ １２１．０ ３０．８ １５１．８ ３５．５ ２４．５ ６０．０ ２．０ ２．８ ４．８ ２１６．６

単 独 型
短 期 入 所 １１ １６．４ １２４．０ ２７．３ １５１．３ １３．０ ４．９ １７．９ ３．０ ７．７ １０．７ １７９．９

介護医療院 ２ ３０．０ ２９．０ ２９．０ ２３．０ ２．８ ２５．８ ３．０ ２．１ ５．１ ５９．９

全 体 １０９ ２３．９ １，６０２．３ ３８１．７ １，９８４．０ ４１１．７ ９７．６ ５０９．３ ７３．０ ４４．１ １１７．１ ２，６１０．４

（％）

（１）職種別正規・非正規職員の構成
１施設当たりの平均職員数は、施設の規模が比較的大きい特養・老健・介護医療院では３０人以上となって
います。定員規模の小さい小多機では職員数も少なく１１．３人、ＧＨは１３．１人となっています。

（２）職種別の構成割合及び、正規・非正規の割合
介護職員と看護職員の構成割合は、全体で介護職員が７６．０％、看護職員が１９．５％となっています。業態別の

看護職員の割合では、病院と在宅の中間施設に位置づけられる老健で２６．４％、在宅医療・介護の複合的な役
割を持つ看多機では２７．７％と高くなっています。また、介護医療院は、療養が必要である者の施設という位
置づけとなっており、看護師の割合が４３．１％と高くなっています。特養、小多機、短期入所では看護職員の配置
割合は８～１０％程度と低くなっています。ＧＨは看護職員の割合は０．９％で９５％以上が介護職員で構成されて
います。
正規職員と非正規職員の割合は、全体で正規職員が７９．９％（昨年７６．３％）、非正規職員２０．１％（昨年２３．７

％）となっており、昨年と比較すると若干ではありますが、非正規職員の割合が増加しています。
業態別で見ると、正規職員の割合が８０％を超えているのは老健と介護医療院となっています。また、特

養、看多機、短期入所は正規職員の割合が７０％台になっています。一方、ＧＨ、小多機では、正規職員の割
合が５０％台となっており、非正規職員の割合が他の業態と比べ４０％台と高くなっています。過去の調査結果
でも同様の傾向となっていますが、事業所の規模が小さいために経営的なスケールメリットも小さく、職員
の雇用にも影響があるものと考えられます。

５ 各業態の職員体制及び就業形態（施設形態）

業 態
構成割合

雇用形態別の職員割合
介護職員 看護職員 その他 合計人数

介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

特 養 ８９．３ ８．５ ２．１ ７９．６ ２０．４ ８２．４ １７．６ ８１．１ １８．９ ７９．９ ２０．１
老 健 ６８．４ ２６．４ ５．２ ８９．６ １０．４ ８７．０ １３．０ ７２．２ ２７．８ ８８．０ １２．０
Ｇ Ｈ ９６．２ ０．９ ２．９ ６０．２ ３９．８ １００．０ ３４．９ ６５．１ ５９．０ ４１．０
小 規 模
多 機 能 型 ８２．９ １０．８ ６．２ ６２．３ ３７．７ ３４．９ ６５．１ ５０．５ ４９．５ ５８．６ ４１．４

看護小規模
多 機 能 型 ７０．１ ２７．７ ２．２ ７９．７ ２０．３ ５９．２ ４０．８ ４１．７ ５８．３ ７３．２ ２６．８

単 独 型
短 期 入 所 ８４．１ ９．９ ５．９ ８２．０ １８．０ ７２．６ ２７．４ ２８．０ ７２．０ ７７．８ ２２．２

介護医療院 ４８．４ ４３．１ ８．５ １００．０ ８９．１ １０．９ ５８．８ ４１．２ ９１．８ ８．２

全 体 ７６．０ １９．５ ４．５ ８０．８ １９．２ ８０．８ １９．２ ６２．３ ３７．７ ７９．９ ２０．１

※ 上記２点の表は職員体制の集計にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています。常勤換算の根拠は、介護労働安定セン
ター「平成27年度介護労働実態調査」の「月給の者」と「時給の者」の平均労働時間を参考にしています。

結果
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構成割合（％） 雇用割合（％）
介護職員 看護職員 その他 正規職員 非正規職員

２０１３年 ７５．６ １９．５ ４．９ ７４．８ ２５．２
２０１４年 ７６．６ １９．６ ３．８ ７４．６ ２５．４
２０１５年 ７５．２ １９．１ ５．７ ７８．１ ２１．９
２０１６年 ７３．２ ２０．７ ６．１ ７８．７ ２１．３
２０１７年 ７５．７ １９．１ ５．２ ７７．４ ２２．６
２０１８年 ７４．０ １９．８ ６．２ ７９．１ ２０．９
２０１９年 ７５．４ １８．５ ６．１ ７９．２ ２０．８
２０２０年 ７３．５ ２０．９ ５．６ ８０．１ １９．９
２０２１年 ７３．８ ２０．８ ５．４ ８０．２ １９．８
２０２２年 ７４．３ ２０．９ ４．８ ７６．３ ２３．７
２０２３年 ７６．０ １９．５ ４．５ ７９．９ ２０．１

過去のデータ（全体）

介護職の派遣の有無

看護職の派遣の有無

６ 派遣労働者の有無

介護職員の不足が深刻です。介護職員を募集しても応募が少ない状況から、介護職員獲得のため派遣に頼
らざるをえない施設があります。介護職員の不足は減算やベッド閉鎖の要因となるため、施設の運営にも大
きな影響を及ぼします。
介護職の派遣職員の有無については、特養が４４．４％と高い割合となっており、前回よりも「有」の割合が

大幅に増えています（一昨年は３５．３％）。ＧＨは３０％台と「有」の割合が微増となっています。一方で、老
健は２１．６％と、昨年の３１．６％から「有」が減少しています。回答施設数は少ないものの、介護医療院は派遣
の割合「無」が１００％になっています。
看護職の派遣職員が「有」と回答した施設は、前回は特養と老健の１施設ずつで全体の１．６％でした。今回

は特養１施設、老健１施設、ＧＨ１施設からの合計３施設から回答があり、全体の２．８％になっています。
派遣職員を「有」とする回答割合は、介護職・看護職の両方で昨年よりも微増しています。

業 態 有効回答
施 設 数

介 護 職

派遣の有無
割合（％）

２０２３年 ２０２２年
有 無 有 無 有 無

特 養 ９ ４ ５ ４４．４ ５５．６ １０．０ ９０．０

老 健 ３７ ８ ２９ ２１．６ ７８．４ ３１．６ ６８．４

Ｇ Ｈ ２５ ８ １７ ３２．０ ６８．０ ３１．０ ６９．０

小規模型＆
看護小規模型 ２６ ２ ２４ ７．７ ９２．３ ５．７ ９４．３

単独型短期入所 ９ １ ８ １１．１ ８８．９ １１．１ ８８．９

介護医療院 ２ ２ １００．０ １００．０

全 体 １０８ ２３ ８５ ２１．３ ７８．７ ２０．０ ８０．０

業 態 有効回答
施 設 数

看 護 職

派遣の有無
割合（％）

２０２３年 ２０２２年
有 無 有 無 有 無

特 養 ９ １ ８ １１．１ ８８．９ １０．０ ９０．０

老 健 ３７ １ ３６ ２．７ ９７．３ ２．６ ９７．４

Ｇ Ｈ ２５ １ ２４ ４．０ ９６．６ １００．０

小規模型＆
看護小規模型 ２６ ２６ １００．０ １００．０

単独型短期入所 ９ ９ １００．０ １００．０

介護医療院 ２ ２ １００．０ １００．０

全 体 １０８ ３ １０５ ２．８ ９７．２ １．６ ９８．４
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業 態 施設数
利用者定員数

無回答
施設単位
あたりの
平均定員数１０未満 １０以上

２０未満
２０以上
４０未満

４０以上
６０未満

６０以上
８０未満

８０以上
１００未満

１００
以上

特 養 １０ １ ３ ５ １ ６７．７
老 健 ３７ ４ ５ ３ ７ １６ ２ ８０．９
Ｇ Ｈ ２５ ６ １８ １ １６．２
小 規 模 多 機 能 型 １４ １３ １ １６．８
看護小規模多機能型 １３ １３ １７．５
単 独 型 短 期 入 所 １１ １ ８ １ １ ２８．９
介 護 医 療 院 ２ １ １ ５６．０
全 体 １１２ ６ ４６ １７ ７ ４ １２ １７ ３ ４３．８

（人）

対利用者職員比率

７ 定員規模別の分布

回答のあった施設の定員規模は下記の図表が示す内訳となっています。
特養や老健は規模の大きな施設が比較的多く、平均定員数は特養が６７．７人、老健は８０．９人となっていま
す。特養では６割、老健では９割近くが利用者定員４０人以上の施設となっています。
一方、ＧＨや小多機、看多機では、施設の運営基準として利用者の定員が少なく設定されており、集計結

果でもほとんどが２０人未満の小規模な事業所となっています。ＧＨは設置基準で１ユニット９人以下と定め
られているため、１０人未満は１ユニット、１０人以上２０人未満は２ユニット、２０人以上４０人未満は３ユニット
の施設からの回答となっています。なお、小多機及び看多機については、「登録定員」「通所定員（１日）」
「泊り定員（１日）」とある中で、「通所定員（１日）」の定員で集計をしています。
介護医療院からは２件の回答が寄せられました。今回の調査では４０床以上６０床未満が１件と、６０床以上８０
床未満の回答が１件となっていました。

８ 対利用者職員比率（施設単位）

職員数（介護職員、看護職員、その他職員で直接利用者の生活に携わる職員）と利用者数の比率を集計し
ています。介護保険制度上、特養や老健、短期入所の職員数は利用者３人に対して介護職員・看護職員が１
人以上（３：１）となっています。一方、ＧＨや小多機、看多機では、夜間帯以外の職員の配置が利用者３
人に対して介護従事者１人以上となっているため、職員比率が特養や老健よりも高くなる傾向にあります。
小多機の１：３～１．３５未満の回答は１：３ちょうどの配置になっています。また、看多機の１：３～１．３５

未満の回答は、３．１６の割り当ての回答になっていましたが、これは職員配置を割り出す計算式で、通所の登
録人数を実際に配置された職員数で導き出すためです。
調査結果では、職員：利用者＝１：２．０よりも手厚く職員配置を行っている施設は６７．９％（前回６７．２％）
となっており、前回調査とほぼ同じです。厚生労働省の調査でも、平均的な人員配置は「１：２．０」前後と
なっています。
施設が配置基準より手厚い職員体制を敷いていても、介護現場の労働環境が過酷である現状を踏まえれ

ば、人員配置基準をさらに引き上げる必要があることは明らかです。

業 態 有効回答
施設数

職員比率（対利用者）

１：１．５
未満

１：１．５～
１：２．０未満

１：２．０～
１：２．５未満

１：２．５～
１：３．０未満

１：３．０～
１：３．５未満

１：３．５
以上

特 養 ９ ２ ７
老 健 ３５ １ ８ １２ １３ １
Ｇ Ｈ ２３ ２０ ３
小規模多機能型 １４ ６ ６ １ １
看護小規模多機能型 １３ １１ １ １
単独型短期入所 １０ １ ６ ３
介護医療院 ２ １ １
全 体 １０６ ４１ ３１ １８ １３ ３ ３
※職員比率の算出にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています。そのため、非正規
職員をフルタイムで雇用している施設については、実際よりも配置水準が低く集計され
ます。

結果
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業 態

認知症利用者数 要医療行為利用者数

有効回答
施設数

平均利用
者数の
総数（人）

要医療行為
利用者数
（人）

割合
（％）

有効回答
施設数

平均利用
者数の
総数（人）

認知症
利用者数
（人）

割合
（％）

特 養 ６ ３６２．６ ３５２．０ ９７．１ ６ ３８６．７ ２３．０ ５．９
老 健 ２３ １，６３０．２ １，２３３．９ ７５．７ ２６ １，９４７．４ ２７２．０ １４．０
Ｇ Ｈ ２２ ３３６．４ ３４３．０ １０２．０
小 規 模 多 機 能 型 １２ ３２３．０ １７１．０ ５２．９
看護小規模多機能型 １２ ３４８．０ １７６．０ ５０．６ １０ ２９０．０ ３４．０ １１．７
単 独 型 短 期 入 所 ３ ８７．６ １６５．０ １８８．４ ３ ９３．５ ３０．０ ３２．１
介 護 医 療 院 ２ ９８．９ ９２．８ ９３．８ ２ ９８．９ ２９．０ ２９．３

全 体 ８０ ３，１８６．７ ２，５３３．７ ７９．５ ４７ ２，８１６．５ ３８８．０ １３．８
※要医療行為利用者数とはたん吸引・胃ろうの管理が必要な人数
※小規模多機能型・看護小規模多機能型の平均利用者総数は登録人数の総数

業態
職
場
数

平均介護度
無
回
答

平 均

～

２．５
未満

２．５～

３．０
未満

３．０～

３．５
未満

３．５～

４．０
未満

４．０～

４．５
未満

４．５
以上～ ２０２３

年
２０２２
年

特 養 １８ １ ３ １０ １ ３ ４．０ ４．０

老 健 ６０ ９ ２９ １０ ２ １０ ３．２ ３．２

Ｇ Ｈ ４５ １２ ４ １０ ３ １ １５ ２．８ ２．７

小 規 模
多機能型 １４ ６ ２ ６ ２．７ ２．７

看護小規模
多 機 能 型 １３ ６ ２ ３ １ １ ３．２ ３．２

単 独 型
短期入所 １１ ３ ５ ２ １ ３．２ ２．９

介護医
療 院 ２ ２ ４．２ ３．８

９ 業態別利用者の総数および認知症・要医療行為利用者数

全利用者に占める「認知症の利用者」、たん吸引または胃ろうの管理が必要な「医療行為が必要な利用
者」の割合を集計しています。
平均利用者数と認知症利用者数の両方に回答のあった（有効回答）施設は７７施設となっています。認知症
利用者数は２，５３３．７人となっており、利用者数に占める割合は７９．５％となっています。特養では９７．１％の利
用者が認知症という結果になっています。ＧＨと短期入所で認知症利用者数が１００％を超えているのは、Ｇ
Ｈでは定員規模が小さいこと、短期入所では短期で利用者が入れ変わるため、その影響から入退所が同日に
行われることで、認知症利用者数が多くなることが推測されます。
要医療行為利用者数も同様の方法で集計しています。（有効回答）施設数は４７施設で、老健からの回答が

半数を占めています。割合としては、短期入所が３２．１％、介護医療院が２９．３％となっています。短期入所は
「要医療行為利用者」の水準が高くなっています。

１０ 平均介護度別の職場の分布

利用者の平均介護度別に職場の分布を集計してい
ます。
特養の平均介護度が４．０と突出して高くなってお

り、平均介護度４以上の職場（有効回答数中）が
７３．３％と要介護度が高い水準になっています。介護
医療院は回答数が２件となっているものの平均介護
度が４．２と高く、老健、看多機、短期入所も平均介
護度が３．２と高くなっています。
各業態とも、平均介護度は若干の微増減はあるも

のの前回とほぼ同様の傾向となっています。
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業 態 職場数
シフト数

無回答 平均
１通り ２通り ３通り ４通り ５通り ６通り ７通り ８通り ９通り １０通り

以上
特 養 １８ ３ ９ ２ ２ １ １ ６．２通り

老 健 ６０ ２ １７ １７ ５ １０ ３ ６ ５．４通り

Ｇ Ｈ ４５ １９ ４ ２ ２ ２ １６ ５．０通り

小 規 模 多 機 能 型 １４ １ ５ １ １ １ ２ ３ ５．１通り

看護小規模多機能型 １３ ７ ３ ２ １ ５．１通り

単 独 型 短 期 入 所 １１ １ ２ ３ ２ １ ２ ５．３通り

介 護 医 療 院 ２ ２ ５．０通り

全 体 １６３ ３ １ ５３ ３９ １２ １３ ４ ２ ８ ２８ ５．３通り

平均シフト数

特養 老健 ＧＨ 小規模＆
看護小規模 短期入所 介護医療院 全体

２０１３年 ― ― ― ― ― ― ―
２０１４年 ５．４通り ４．９通り ４．４通り ５．０通り ４．９通り ― ４．９通り
２０１５年 ５．３通り ５．３通り ４．５通り ５．３通り ５．２通り ― ５．１通り
２０１６年 ６．４通り ５．０通り ４．４通り ５．７通り ５．３通り ― ５．２通り
２０１７年 ６．０通り ５．６通り ４．５通り ４．８通り ５．８通り ― ５．４通り
２０１８年 ７．２通り ５．３通り ４．７通り ５．２通り ５．３通り ― ５．６通り
２０１９年 ６．５通り ５．３通り ４．５通り ５．８通り ６．７通り ５．０通り ５．６通り
２０２０年 ５．９通り ５．８通り ４．８通り ５．１通り ５．６通り ６．０通り ５．６通り
２０２１年 ６．７通り ５．４通り ４．９通り ５．１通り ５．８通り ６．４通り ５．６通り
２０２２年 ７．３通り ５．２通り ５．１通り ５．７通り ５．５通り ５．２通り ５．５通り
２０２３年 ６．２通り ５．４通り ５．０通り ５．１通り ５．３通り ５．０通り ５．３通り

過去のデータ（全体）

１１ シフト数

介護施設では、利用者の生活リズムに合わせて介護が提供されますが、人員不足や介護報酬が低いことな
どから人員配置を効率化させ、食事や起床の時間帯など特に人員が必要な時間帯に勤務者数を多く配置して
います。そのため、勤務シフト（早番・日勤・遅番・夜勤）が多いのも介護施設の勤務の特徴です。
全体の平均シフト数は、昨年５．５通りから５．３通りと微減しました。有効回答数のうち５７．８％の職場が平均
５通り以上のシフト数を回答しています。６通り以上の回答数は２８．９％となっています。シフト数の平均が
最も多いのは特養の「６．２通り」で「８通り以上」の職場が２９．４％となっています。
勤務シフトが多くなれば多くなるほど、日ごとの出勤時間にばらつきがでるため、生活サイクルが一定せ

ず、職員や職員の家族への負担が大きくならざるを得ません。介護や医療は２４時間、３６５日、休みなく求め
られるため、交替制（シフト）勤務は避けられませんが、職員への負担を減らすためにも、職員の配置数を
増やしてシフト数を減らすことが求められます。

結果
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３交替
変則
３交替

２交替・
３交替の
混合

２交替
当直と
３交替の
混合

当直と
２交替の
混合

当直

７ ３ ０ １００ ２ ０ ０

変則３交替夜勤とは
通常の３交替夜勤の入り時間（午前０時～１時）を前倒しする勤務のこと。２暦日にまたがりなが

ら勤務としては１日となるため、暦日と勤務日数との間にずれが生じます。そのため、夜勤明けか
ら翌日の勤務までの２４時間以上の勤務間隔を休日扱いとされているケースが発生しています。

夜勤形態の比率（施設）

３交替
変則
３交替

２交替・
３交替の
混合

２交替
当直と
３交替の
混合

当直と
２交替の
混合

当直

９ ３ ０ １４９ ２ ０ ０

夜勤形態の比率（職場）

１２ 夜勤形態

１ 施設単位の集計
施設単位での集計では、２交替制勤務による夜勤（以下、２交替夜勤）が８９．３％（１００施設）となって

います。過去の調査結果でも、２交替夜勤は８０％台後半から９０％台前半で推移しています。２交替夜勤
は、多くの場合で１６時間前後の長時間夜勤となるため、労働負担が大きくなります。
２交替夜勤と３交替制勤務による夜勤（以下、３交替夜勤）の混合型夜勤については、２交替夜勤の職

場と３交替夜勤の職場が併存している施設は今回の調査ではありませんでした。
３交替夜勤は１０．８％（１２施設、うち変則３交替夜勤が３施設、当直との混合が２施設）となっていま
す。過去の調査結果を通しても、３交替夜勤を実施している施設は全体の１０％前後となっています。

２ 職場単位の集計
職場単位の集計では、２交替夜勤の職場は９１．４％（１４９職場）となっています。一方、３交替夜勤の職場
は８．５％（１４職場、うち変則３交替が３職場、当直との混合が２職場）となっています。
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業 態 ３交替 変則
３交替

３交替と
２交替の混合

２交替
（１６時間未満）

２交替
（１６時間以上）

当直と
３交替

当直と
２交替 当直 無回答 合計

特 養 ２ ２ ６ １０

老 健 ３ ５ ２９ ３７

Ｇ Ｈ ３ ２２ ２５
小規模型＆
看護小規模型 １ ３ ２３ ２７

単独型短期入所 ２ １ ６ ２ １１

介護医療院 １ １ ２

全 体 ７ ３ １３ ８７ ２ １１２

３交替 ２交替 その他
２０１３年 ６．３ ９２．９ ０．９
２０１４年 １２．３ ８６．８ ０．９
２０１５年 １０．５ ８８．１ １．４
２０１６年 ６．８ ９０．２ ３．０
２０１７年 ６．２ ９２．５ １．４
２０１８年 １０．５ ８８．７ ０．８
２０１９年 １１．５ ８７．０ １．５
２０２０年 １６．５ ８２．０ １．４
２０２１年 １０．１ ８７．６ ２．３
２０２２年 １０．４ ８７．４ ２．２
２０２３年 １０．７ ８９．３

過去のデータ （％）

※その他は「2交替・3交替混合」「当直」

３ 業態別の集計（施設単位）
施設ごとの夜勤形態を業態別に見ると、ＧＨ、小多機＆看多機などの小規模な事業所では、１施設を除い

て２交替夜勤となっています。３交替夜勤を実施している施設は１２施設あります。そのうち定員の回答数が
あった１０施設のうち７施設が、ベッド数５０床以上、職員数では７施設中回答のあった、６つの施設全てが２０
人以上の一定規模のある施設でした。過去の調査結果からは、規模が小さく人員体制が少ない事業所では、
３交替夜勤の負担が１人あたりの夜勤日数に跳ね返ってしまうという実態も明らかになっています。
なお、１６時間以上の夜勤を実施している施設は、回答があった１１２施設の７７．７％、２交替夜勤を実施して
いる施設の８７．０％となっています。

結果
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有効回答
職場数

準 夜 深 夜

業 態 ０．３人
体制

１人
体制

１．５人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

０．３人
体制

１人
体制

１．５人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

特 養
老 健 ５ ３ ２ ３ ２
Ｇ Ｈ
小規模型＆看護小規模型 １ １ １
短 期 入 所 ３ １ １ ２ １
介 護 医 療 院 １ １ １

有効回答
職場数

２交替

業 態 ０．５人
体制

１人
体制

１．３
または
１．５
体制

２人
体制

２．３
または
２．５
体制

３人
体制

３．３
または
３．５
体制

４人
体制

４．３
または
４．５
体制

５人
体制

５．３
または
５．５
体制

６人
体制

６．３
または
６．５
体制

７人
体制

７．３
または
７．５
体制

８人
体制

特 養 １４ ８ ４ ２
老 健 ５１ ４ ８ ２０ ５ １１ ３
Ｇ Ｈ ４５ ４５
小規模型＆看護小規模型 ２６ ２６
短 期 入 所 ６ ２ ４
介 護 医 療 院 １ １

１３ 職場単位の夜勤配置

介護施設の夜勤配置は業態ごとに要件が定められていますが（３５ページ参照）、利用者数に応じて配置要
件が定められているのは特養と短期入所だけとなっており、老健では最低限の人数しか定められていませ
ん。利用者の状態や施設の構造が要件に考慮されていないため、職員が複数階を掛け持ちしたり、実質的な
１人夜勤が生じたりしています。
ＧＨや小多機、看多機の要件では、夜勤配置は１人以上（ＧＨは１ユニットに１人以上）となっているた

め、１人体制の夜勤が恒常的に行われています。夜間とはいえ、利用者への対応や日中にできなかった業務
（洗濯や掃除など）、翌朝の朝食の準備など、夜間帯に行わなければならない業務があるため、１人夜勤で
は仮眠はおろか、休憩すらほとんど取れない状態となっています。また、たとえ休息が取れていたとして
も、何かあればすぐに対応しなければならない状況に置かれている「手待ち時間」は、労働時間であると厚
生労働省も通知を出しています。現場では１人夜勤中に職員が突発的な病気で倒れてしまい、翌朝まで発見
されなかった事故が起きています。また、近年では洪水や震災などの災害も多発しており、緊急時の対応も
懸念されます。利用者・職員の安全性と災害時の対応を考えても、１人夜勤は一刻も早く改善しなければな
りません。

１ ３交替夜勤
３交替夜勤は、比較的に施設規模の大きい老健からの回答が中心となっています。老健では、準夜帯、深

夜帯ともに複数体制となっていました。短期入所では３回答がありましたが、複数体制をとれていたのは１
回答のみとなっています。小多機＆看多機では１人夜勤、介護医療院では準夜勤は４人体制が深夜勤では３
人体制になる回答になっています。

２ ２交替夜勤
２交替夜勤の職場で、複数体制をとれているのは全体のうち４０．６％（１．３または１．５の８回答を含む）と

なっており、残りの５９．４％が１人体制となっています。ＧＨや小多機＆看多機では、すべての職場が１人体
制となっており、特養でも職場単位で見ると５７．１％が１人体制となっています。老健では、２人体制の職場
が３９．２％と回答の多くを占めていますが、１人と１．３または１．５体制の職場が２３．５％を占めています。
老健で体制が小数点表記になっているのは、看護職員が複数のフロアをまたがって受け持っているためです。
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老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～４０以下
４１～５０以下 １ ４３．０ １ １ ２．０ １ ４３．０ １ ２．０
５１～６０以下
６１～７０以下
７１～８０以下 １ ７８．６ １ １ ６．０ １ ７８．６ １ １ ６．０
８１～９０以下
９１～１００以下 １ ９６．２ １ １ ４．０ １ ９６．２ １ １ ４．０
１０１以上

ＧＨ：３交替を実施している報告はありませんでした。

１４ 平均利用者数別の夜勤配置（施設単位）

１ ３交替夜勤（準夜・深夜）
特養：２施設から３交替夜勤の回答がありました。回答のあった２施設とも変則３交替夜勤の回答でし
た。深夜勤の回答があって準夜勤の回答がないのは、変則３交替夜勤を実施している施設のためです。

老健：回答のあったすべての施設で複数体制となっています。看護師の配置については、準夜、深夜を通
して、３施設全てで配置がありました。

Ｇ Ｈ 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～１０以下
１１～２０以下
２１～３０以下

特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～２５以下
２６～５０以下
５１～６０以下
６１～７０以下
７１～８０以下 １ ７９．９ １ ５．０
８１～９０以下 １ ８７．９ １ ６．０
９１～１００以下
１０１以上

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。
※定員４０人以下の老健で、常時、緊急連絡体制をとっている場合は１人以上

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

結果

医療労働 １９



小規模型＆
看護小規模型 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～１０以下
１１～２０以下
２１～３０以下 １ ２２．０ １ １．０ １ ２２．０ １ １．０

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

単独型
短期入所 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～２５以下 ２ １８．２ ２ １．０ ３ １７．８ ３ １．０
２６～３０以下 １ ２９．５ １ １．０ １ ２９．５ １ １ １．０
３１～４０以下 １ ４０．９ １ ２．０ １ ４０．９ １ ２．０

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

介護医療院 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

３１～５０以下
５１～６０以下 １ ５９．１ １ １ ４．０ １ ５９．１ １ １ ３．０
６１～９０以下
９１以上

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～２５以下 １ １９．０ １ １．０
２６～３０以下 １ ２６．６ １ ２．０
３１～４０以下 ２ ３６．２ １ １ ２．５
４１～５０以下
５１～６０以下
６１～７０以下
７１～８０以下 １ ８０．０ １ ５．０
８１～９０以下
９１～１００以下 １ １００．０ １ ５．０
１０１以上 １ １１４．１ １ ６．０

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

小多機＆看多機：３交替夜勤を実施している小多機の報告は１件のみでした。小多機の泊まりの定員の上
限は９人と定められています。

短期入所：回答のあった施設では、３０人以下と小規模の施設で、夜勤配置は準夜、深夜ともに１人夜勤体
制になっています。深夜勤の回答があって準夜勤の回答がないのは、変則３交替夜勤を実施している施設の
ためです。３１～４０人以下の施設では複数体制となっています。

介護医療院：１施設からの回答になりますが、夜勤は複数体制となっています。

２ ２交替夜勤
特養：３施設が配置要件

以上の夜勤者を配置してい
ました。このうち２施設は
特養と短期入所を併設して
います。特養の夜勤配置の
要件は、利用者数に応じた
設定になっていますが、実
際には施設の構造や利用者
の状態に考慮して配置がさ
れたものと考えられます。

２０ 医療労働



老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下
１１～２０以下
２１～３０以下 ６ ２５．３ ３ ２ １ ３ １．７
３１～４０以下 １ ３４．９ １ １ ５．０
４１～５０以下 ４ ４７．１ ２ ２ ４ ２．５
５１～６０以下
６１～７０以下 １ ６３．２ １ １ ３．０
７１～８０以下
８１～９０以下 ８ ８６．５ １ ５ ２ ７ ４．１
９１～１００以下 ９ ９４．３ ６ ２ １ ９ ４．４
１０１以上 ２ １３２．０ ２ ２ ３．０

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。
※定員４０人以下の老健で、常時、緊急連絡体制をとっている場合は１人以上

Ｇ Ｈ 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 ６ ８．６ ６ １．０
１１～２０以下 １５ １７．３ １５ ２．０
２１～３０以下 １ ２５．８ １ ３．０

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

小規模型＆
看護小規模型 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 ２６ ７．０ ２６ １．０

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

単独型
短期入所 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～２５以下 １ ２３．１ １ ２．０
２６～３０以下 ３ ２９．０ ３ ２．０
３１～４０以下

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

老健：同規模であって
も、施設ごとに配置数に違
いがあるのがわかります。
施設の構造や利用者の状態
などが影響しているものと
考えられます。看護師につ
いては８７．１％の施設で夜勤
の配置がされています。

ＧＨ：２０１２年の報酬改定から１ユニット（利用定員９人以下）に１人以上の夜勤者を配置しなければな
らなくなっています。２ユニット、３ユニットのＧＨでは、施設としては複数体制になっています。２１年
度の報酬改定で３ユニットの事業所は２人体制が可能となりましたが、今回の調査では、その影響は見ら
れませんでした。しかし、実質的にはすべての職場で１人夜勤となっている実態があります。夜間は利用
者の急変も起きやすい時間帯ですが、その時間帯をたった１人で勤務しなければならないため、職員の精
神的な負担や不安感が強いのが１人夜勤の特徴です。

小多機＆看多機：小多機や看多機の泊まりの定員の上限は９人と決められています。調査では、全ての施
設で１人体制となっています。ＧＨと同様、９人以下と利用者数は少なくなっていますが、精神的な負担の
大きい職場です。

短期入所：全ての施設で
複数体制となっています。
また、１つの施設で配置要
件を上回る配置をしていま
した。

結果

医療労働 ２１



介護医療院 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

２１～３０以下
３１～４０以下 １ ３９．８ １ １ ２．０
４１～８０以下

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

業 態 施設数 夜勤に
入った人数

うち非正規
職員人数

非正規
職員の
割合（％）

非正規職員
が夜勤に
入った施設数

非正規職員が
夜勤に入った施設
割合（％）

特 養 １０ ２２７ ９ ４．０ ４ ４０．０
老 健 ３５ ８７９ ４５ ５．１ １９ ５４．３
Ｇ Ｈ ２４ ２５３ ７６ ３０．０ １６ ６６．７
小 規 模 多 機 能 型 １４ ８６ １３ １５．１ ５ ３５．７
看護小規模多機能型 １３ ９９ １０ １０．１ ３ ２３．１
単 独 型 短 期 入 所 ９ １１０ ２５ ２２．７ ６ ６６．７
介 護 医 療 院 ２ ４５ １ ２．２ １ ５０．０
全 体 １０７ １，６９９ １７９ １０．５ ５４ ５０．５

介護医療院：１施設から
回答がありました

１５ 夜勤に入った非正規職員人数（施設単位）

少ない人員体制に加えて人員不足が深刻な中で、多くの施設では非正規職員も夜勤に入れざるを得ない状
況になっています。全体では、有効回答のあった１０７施設のうち、ほぼ半数となる５４施設で非正規職員が夜
勤に入っています。また、夜勤に入った職員の１０．５％が非正規職員となっています。ＧＨに関しては、昨年
とほぼ変わらない回答となっており、夜勤に入った職員の３０％が非正規職員になっています。

非正規職員が夜勤に入った施設を業態別でみると、ＧＨと短期入所が６６．７％と高い割合になっています。
次いで、老健の５４．３％、介護医療院５０．０％となっています。昨年と比較すると、ＧＨは昨年とほぼ変化はな
く、短期入所は３８．５％から６６．７％へと割合が増加、老健は６５．０％から５４．３％、介護医療院は８０．０％から５０．０
％へと割合が減少しています。
全体の割合は昨年５１．９％から５０．５％と微減しています。

１６ 夜勤日数（回数）（施設単位）

１カ月の夜勤日数（回数）に法規制はありませんが、看護師には「月８日以内（２交替夜勤に換算すると
４回以内）という指針が出されています（看護師確保指針）。職員の負担を軽減するためにも、夜勤ができ
る職員を確保して夜勤日数（回数）を制限する必要があります。しかし、人員不足や制度上のさまざまな問
題がある中で、職員１人あたりの夜勤日数（回数）を増やしたり非正規職員を夜勤に組み込んだりせざるを
得ないという状況になっています。

２２ 医療労働



調査
施設数 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日

以上 合計

特 養 ２ １ ７ ６ ２４ ２２ ４ ３ １ ２ ７０

老 健 ３ ３ ８ ３ ９ ４ ３ １７ ４１ ５ ９３

Ｇ Ｈ

小規模型＆
看護小規模型 １ ４ ２ １ ７

単 独 型
短 期 入 所 ５ ３ １ ２ ５ ４ １１ １５ １１ ３ １ ５６

介護医療院 １ ２ １ １２ ７ ４ ４ ３０

全 体 １２ ７ １８ １１ ３８ ３１ ３０ ４２ ６０ １１ ８ ２５６

２０２３年 ２０２２年
９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

特 養 ４．３ ４．５ ２０ ２ ９．４ ５．１ １０ ９

老 健 ５．４ ６．４ ９ １８．４ ６．８ １２

Ｇ Ｈ

小規模型＆
看護小規模型 ４２．９ ８．６ １０ ６．７ ８

単 独 型
短 期 入 所 ７．１ ６．２ １８ ４ ６．４ ８ ５

介護医療院 １３．３ ６．７ １０ ２２．０ ６．８ １２ ２

全 体 ７．４ ５．９ ２０ ６ １４．０ ６．４ １２ １６

６日以下 ７日 ８日 ９日以上 ６日以下 ７日 ８日 ９日以上 最多日数
２０１３年 １４４ ７０ ５３ １４ ５１．２ ２４．９ １８．９ ５．０ ９
２０１４年 １０５ ４９ ６２ ４６ ４０．１ １８．７ ２３．７ １７．６ １３
２０１５年 １３７ ３９ ９４ ７２ ４０．２ １１．４ ２７．６ ２０．８ １４
２０１６年 ８８ ３３ ７９ ４１ ３６．５ １３．７ ３２．８ １７．０ １０
２０１７年 ８４ ２６ ９７ ３０ ３５．４ １１．０ ４０．９ １２．７ １２
２０１８年 １３６ ４５ ６８ ２０ ５０．６ １６．７ ２５．３ ７．４ ２０
２０１９年 ２０８ ５３ ５８ ４３ ５７．５ １４．６ １６．０ １１．９ ２１
２０２０年 ３０９ ５３ ７６ ７０ ６０．８ １０．４ １５．０ １３．８ ２２
２０２１年 １７７ ５１ ８１ ５２ ４９．０ １４．１ ２２．４ １４．４ １９
２０２２年 １５６ ４５ ７５ ４５ ４８．６ １４．０ ２３．４ １４．０ １２
２０２３年 １３５ ４２ ６０ １９ ５２．７ １６．４ ２３．４ ７．４ ２０

（人）

過去のデータとの比較（全体） （人） （%）

１ ３交替夜勤
３交替の施設では、９日を超えて夜勤に入っている職員は７．４％となり、全体では前回１４．０％よりも微減
しています。しかし、昨年は、小多機＆看多機と短期入所で全ての職員が８日以内に収まっていましたが、
今回の調査では、８日以内に収まった業態はなく、老健の９日以内が、全職員が夜勤に入った業態の最低値
となっています。
夜勤の最多日数は特養が２０日、短期入所が１８日と昨年より大きく上回っています。夜勤専門職員は昨年１６

人に対し今年は６人となっています。

結果
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３回以下 ３.５回 ４回 ４.５回以上 ３回以下 ３.５回 ４回 ４.５回以上 最多回数
２０１３年 ５３９ ７９ ８５９ ６２８ ２５．６ ３．８ ４０．８ ２９．８ １３
２０１４年 ３８０ ３６ ５６０ ４８６ ２６．０ ２．５ ３８．３ ３３．２ １２
２０１５年 ５２４ ７３ ７４２ ８１６ ２４．３ ３．４ ３４．４ ３７．９ １２
２０１６年 ４７７ ５４ ７０７ ９３０ ２２．０ ２．５ ３２．６ ４２．９ １１
２０１７年 ４３０ ５３ ６５２ ８５７ ２１．６ ２．７ ３２．７ ４３．０ １４
２０１８年 ４４９ ５６ ７１８ ６９９ ２３．４ ２．９ ３７．４ ３６．４ １４
２０１９年 ４０８ ４８ ６４０ ８２３ ２１．３ ２．５ ３３．４ ４２．９ １５
２０２０年 ４１４ ３４ ７１０ ７２０ ２２．０ １．８ ３７．８ ３８．３ １４
２０２１年 ３９５ ３７ ６５０．６ ７２３ ２１．９ ２．０ ３６．０ ４０．０ １４
２０２２年 ３８９ ３８ ５７８ ７４５ ２２．２ ２．２ ３３．０ ４２．６ １４
２０２３年 ３４０ ３２ ４９２ ６２９ ２２．８ ２．１ ３３．０ ４２．１ １４

（%）過去のデータとの比較（全体） （人）

２ ２交替夜勤
夜勤が４回を超える職員は１，４９３人中６２９人にも上り、全体に占める割合は４２．１％となっています。過去の
調査結果を見ても、ＧＨや短期入所の夜勤回数が多くなる傾向があり、今回の調査ではＧＨ夜勤者の６４．８％
にのぼっています。また、ＧＨでは夜勤専門の職員の数が多くなる傾向にありますが、今回の調査でも夜勤
者２４７人のうち３２人と、１３．０％が夜勤専門の職員となっています。
１人あたりの平均夜勤回数も改善傾向は見られません。小多機＆看多機では４回以内に収まっているもの
の、その他の業態では平均夜勤回数でも４回を超え、ＧＨと短期入所では最多の５．１回となっています。小多
機＆看多機は、泊まりサービスの利用希望の有無で夜勤自体がない日もあるため、平均回数が４回以内に収
まっていることが考えられます。

２０２３年 ２０２２年
４．５回以上
割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

４．５回以上
割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

特 養 ４５．５ ４．３ １４．０ ３ ５４．０ ４．６ １４．０ ２
老 健 ３５．８ ４．３ １１．０ ３１ ３９．０ ４．３ １０．０ ９
Ｇ Ｈ ６４．８ ５．１ １３．０ ３２ ５９．３ ４．９ １１．０ ３０
小規模型＆看護小規模型 ３２．４ ３．９ ９．０ ４ ２６．８ ３．７ ８．０ ２
単 独 型 短 期 入 所 ６１．８ ５．１ １０．０ １ ４８．１ ４．８ ９．０ １
介 護 医 療 院 ３３．３ ４．０ ５．０ ２０．９ ３．８ ９．０ ５

全 体 ４２．１ ４．４ １４．０ ７１ ４２．６ ４．４ １４．０ ４９

調査
施設数

０．５
回迄

１
回

１．５
回

２
回

２．５
回

３
回

３．５
回

４
回

４．５
回

５
回

５．５
回

６
回

６．５
回

７
回

７．５
回

８
回

８．５
回

９
回

９．５
回

１０回
以上 合計

特 養 ８ １１ ７ ２ １６ ４ ４５ ８ ３３ ３ １５ ２ ５ １ ３ １ １５６

老 健 ３４ １５ ３２ ７ １３１ ２０ ３３５ ３５ １３６ １１ ６２ ４ １３ １３ １ ８ １８ ８４１

Ｇ Ｈ ２４ ６ １６ ２３ ３ ３９ ４ ７７ ３ ３０ ２ ７ １４ １ ７ １５ ２４７

小規模型＆
看護小規模型 ２６ ９ １６ １ ３７ ３ ５５ ５ ３６ １ １１ ３ １ １ １７９

単 独 型
短 期 入 所 ５ １ １ ６ １３ １ １５ ５ ６ ６ １ ５５

介護医療院 １ ３ ２ ５ ２ ３ １ ４３

全 体 ９８ ４２ ７２ １０ ２１６ ３２ ４９２ ５５ ３００ １８ １２３ ８ ３４ １ ３７ ２ １６ ３５ １，４９３

（人）

２４ 医療労働



夜勤協定の有無 割合（％）

有 無 有 無
２０１３年 ６７ ３３ ６７．０ ３３．０
２０１４年 ５９ ４０ ５９．６ ４０．４
２０１５年 ６３ ５４ ５３．８ ４６．２
２０１６年 ６６ ５８ ５３．２ ４６．８
２０１７年 ７３ ６８ ５１．８ ４８．２
２０１８年 ７１ ４６ ６０．７ ３９．３
２０１９年 ７４ ５１ ５９．２ ４０．８
２０２０年 ７９ ４８ ６２．２ ３７．８
２０２１年 ８１ ４８ ６２．８ ３７．２
２０２２年 ８５ ４０ ６８．０ ３２．０
２０２３年 ６９ ３８ ６４．５ ３５．５

有効
回答
施設数

夜勤協定の有無
割合（％）

２０２３年 ２０２２年
有 無 有 無 有 無

特 養 ９ ３ ６ ３３．３ ６６．７ ４０．０ ６０．０

老 健 ３５ ２５ １０ ７１．４ ２８．６ ７１．８ ２８．２

Ｇ Ｈ ２４ １４ １０ ５８．３ ４１．７ ６７．９ ３２．１

小 規 模
多 機 能 型 １３ ７ ６ ５３．８ ４６．２ ６４．７ ３５．３

看護小規模
多 機 能 型 １３ １０ ３ ７６．９ ２３．１ ８１．３ １８．８

単 独 型
短 期 入 所 １１ ８ ３ ７２．７ ２７．３ ６３．６ ３６．４

介護医療院 ２ ２ １００．０ ７５．０ ２５．０

全 体 １０７ ６９ ３８ ６４．５ ３５．５ ６８．０ ３２．０

過去のデータとの比較（全体）

３交替職場の夜勤協定の回数

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日
以上 無回答 合計 平均

（日）
最高
（日）

９日
以上

特 養 １ １ ４．０ ４

老 健 ３ ３ ８．０ ８

Ｇ Ｈ

小 規 模 多 機 能 型 １ １ ８．０ ８

看護小規模多機能型

単 独 型 短 期 入 所 １ ３ ４ ７．０ ８

介 護 医 療 院 １ １ ９．０ ９ １

全 体 ２ ７ １ １０ ７．３ ９ １

１７ 夜勤協定の有無、協定日数（施設単位）

前述したとおり、介護職には夜勤日数（回数）の上限を定めた法律も指針もありません。従って、労働組
合が主体的に施設と協議を行い、独自に上限回数の協定を結ぶ（夜勤協定）ことで、夜勤者に過度な負担を
負わせないようにすることが重要になります。この間の調査では締結率は５～６割程度で、前回６８．０％、今
回６４．５％という結果でした。今回の締結率に鑑みれば、協定を単年度のものとせず、恒久的に確実なものに
していくことが求められます。また、協定回数については、２交替夜勤でありながら協定回数が４回以下と
なっている施設は半分以下という状況が続いています。なお、日本医労連の夜勤実態調査（医療施設）によ
れば、医療施設の夜勤協定の締結率はおおむね７割程度となっています。

１ 夜勤協定の有無
回答があった１０７施設のうち６９施設（６４．５％、前回６８．０％）で夜勤協定を「有」としています。業態別で
は、短期入所と介護医療院で「有」の割合が昨年より高くなっています。これらを除く他の業態では昨年と
比較すると協定「有」の割合は減少しています。

２ ３交替夜勤を実施している施設の協定日数
３交替夜勤の施設で夜勤協定の有無について回答があった１０施設のうち、夜勤協定が「有」と回答し、か
つ日数の回答もあった施設は特養１施設、老健３施設、小多機１施設、短期入所４施設、介護医療院１施設
となっています。そのうち、月８日を超える協定日数となっているのは介護医療院１施設でした。

結果
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※は回数が「２月当たり」で協定されているものを便宜上、１月当たりに置き換えたもの
２交替職場の夜勤協定の回数

１回 ２回 ３回 ４回
※４回超
～

５回未満
５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回

以上 無回答 合計 平均
（回）

最高
（回）

４．５回
以上

特 養 １ １ ２ ５．０ ５．０ １

老 健 １０ ３ ２ ３ １ １ ２ ２２ ５．３ １０．０ １０

Ｇ Ｈ ２ ７ ３ １ １ １４ ５．０ １０．０ １１

小 規 模 多 機 能 型 ４ １ １ ６ ４．８ ６．０ ６

看護小規模多機能型 ５ ３ １ １ １０ ４．３ ５．０ ４

単 独 型 短 期 入 所 ２ １ １ ４ ５．８ １０．０ ２

介 護 医 療 院 １ １ ４．０ ４．０

全 体 ２０ １７ ９ １ ３ １ ３ ５ ５９ ５．０ １０．０ ３４

業 態
有効
回答
施設数

夜勤体制に関わる
加算の取得

割合（％）
２０２３年 ２０２２年

有 無 有 無 有 無
特 養 ９ ６ ３ ６６．７ ３３．３ ７７．８ ２２．２

老 健 ２７ ２１ ６ ７７．８ ２２．２ ７６．５ ２３．５

Ｇ Ｈ ２１ ３ １８ １４．３ ８５．７ １３．６ ８６．４

小 規 模 多 機 能 型 １４ １４ 夜勤加算自体が制度に無い

看護小規模多機能型 １２ １２ 夜勤加算自体が制度に無い

単 独 型 短 期 入 所 ８ ４ ４ ５０．０ ５０．０ ４４．４ ５５．６

介 護 医 療 院 １ １ １００．０ １００．０

全 体 ６６ ３５ ３１ ５３．０ ４７．０ ５５．８ ４４．２

※合計は小規模多機能型・看護小規模多機能型を除外して算出

３ ２交替夜勤を実施している施設の協定回数
２交替夜勤の施設では、夜勤協定の有無について回答があった５９施設のうち、夜勤協定が「有」と回答

し、かつ回数の回答もあった施設は５４施設となっています。そのうち、月４回以内の協定回数となっている
施設は２０施設で、回答のあった施設の３７．０％にとどまっています。夜勤協定の締結に加え、回数についても
国が示している基準を守らせていく運動が強く求められています。

１８ 夜勤体制に関する加算の取得（施設単位）

夜勤加算の取得については、加算を取得していると回答した事業所は５３．０％となっています。前回の調査
と比べ、全体的な取得率は２．８ポイント減少しています。
業態別では、老健７７．８％、ＧＨ１４．３％、短期入所が加算を取得している割合が昨年より微増しています。

介護医療院は１００％の取得率となっています。
一方、特養は６６．７％と昨年７７．８％から回答率が減少しています。
ＧＨの夜勤加算の取得率は、厚生労働省の調査でも３．７５％と低くなっています（２０２２年３月の日本医労連
厚労省要請の回答より、請求事業ベース平成３１年４月審査分、夜間支援体制加算Ⅰ＝１．４３％、夜間支援体制
加算Ⅱ＝２．３２％）。
そもそも、「厚生労働大臣が定める」とされている現行の夜勤配置の要件（３５ページ参照）はどの業態も

あまりにも配置数が少ないと言わざるを得ません。夜間勤務に対応する加算を取得して人を加配したからと
いって、決して十分な体制になっているとは言えません。また、加算の報酬水準が低いため、加算を取得す
ることでかえってコストがかさむことも危惧されます。夜勤の職員配置についても、加算ではなく配置要件
を根本的に改善する必要があります。

２６ 医療労働



１２時間以上の
勤務間隔の有無 割合（%）

有 無 有 無
２０１３年 ８８ １３ ８７．１ １２．９
２０１４年 ９０ １４ ８６．５ １３．５
２０１５年 １１２ １６ ８７．５ １２．５
２０１６年 ９４ ２８ ７７．０ ２３．０
２０１７年 １０５ ２７ ７９．５ ２０．５
２０１８年 ９２ ２４ ７９．３ ２０．７
２０１９年 ９９ ２８ ７８．０ ２２．０
２０２０年 １０２ ２９ ７７．９ ２２．１
２０２１年 ９１ ３３ ７３．４ ２６．６
２０２２年 ９１ ３３ ７３．４ ２６．６
２０２３年 ７６ ３２ ７０．４ ２９．６

業 態
有効
回答
施設数

１２時間以上の
勤務間隔の有無

割合（％）

２０２３年 ２０２２年

有 無 有 無 有 無

特 養 ９ ４ ５ ４４．４ ５５．６ ５０．０ ５０．０

老 健 ３５ ２５ １０ ７１．４ ２８．６ ６６．７ ３３．３

Ｇ Ｈ ２４ ２１ ３ ８７．５ １２．５ ８５．２ １４．８

小 規 模 型 ＆
看護小規模型 ２７ ２１ ６ ７７．８ ２２．２ ９１．２ ８．８

単独型短期入所 １１ ４ ７ ３６．４ ６３．６ ５０．０ ５０．０

介 護 医 療 院 ２ １ １ ５０．０ ５０．０ ２５．０ ７５．０

全 体 １０８ ７６ ３２ ７０．４ ２９．６ ７３．４ ２６．６

勤務間隔は１２時間以上あるか

過去のデータとの比較（全体）

１９ １２時間以上の勤務間隔の有無（施設単位）

１２時間以上の勤務間隔の有無については、29．6％の施設が「確保されていない」と回答しており、昨年
の調査から微増しました。調査開始時からの「確保されていない」の割合が最高になっている状態が継続し
ています。
業態別では、ＧＨで８７．５％、小多機＆看多機で７７．８％、老健で７１．４％が「確保されている」と回答してい
ます。
「働き方改革」によって、努力義務ではありながらも勤務間インターバルの確保が２０１９年４月から義務付け
られており、すべての介護施設で十分な勤務間隔が確保されるよう早急に対策を進めることが必要です。

２０ 夜勤手当

夜勤手当は、夜間に労働するという負担に対する手当であるにもかかわらず、実態は職種や雇用形態に
よって手当の金額が異なっています。一概に夜勤手当といっても「一律額」、「一律額＋割増額」、「割増額
（基本時給×割増率）」など施設によって支給方法はさまざまです。また、非正規職員の夜勤手当では、１
勤務あたりの賃金（日給）として支給されている施設も見受けられました。
この調査項目では、異なる支給方法で支給される夜勤手当を額面に換算して比較しています。割増額は時

給額によって算出される額が変動するため、金額の比較ができるよう基本時給額を統一して計算していま
す。基本時給額は介護労働実態調査（介護労働安定センター）の「所定内賃金」及び「１カ月の労働時間
数」を参考としました。

結果

医療労働 ２７



業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 ２ ３，５００ ４，０００ ３，０００

老 健 ３ ４，３５９ ４，７００ ３，６７８ １ ２，６８５ ２，６８５ ２，６８５

Ｇ Ｈ

小規模多機能型 １ ４，９００ ４，９００ ４，９００ １ ４，９００ ４，９００ ４，９００

看護小規模多機能型

単独型短期入所 ５ ３，８５２ ４，９００ ２，３６０ １ ２，３６０ ２，３６０ ２，３６０

介 護 医 療 院

全 体 １１ ４，０２２ ４，９００ ２，３６０ ３ ３，３１５ ４，９００ ２，３６０

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健 ３ ３，３５７ ４，３００ １，４７１ １ １，０７４ １，０７４ １，０７４

Ｇ Ｈ

小規模多機能型 １ ３，３００ ３，３００ ３，３００ １ ３，３００ ３，３００ ３，３００

看護小規模多機能型

単独型短期入所 ４ ３，３４０ ４，０００ ２，０６０ １ ２，０６０ ２，０６０ ２，０６０

介 護 医 療 院

全 体 ８ ３，３４１ ４，３００ １，４７１ ３ ２，１４５ ３，３００ １，０７４

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 ６ ６，２００ ８，７００ ５，０００ ４ ６，３７５ ８，０００ ５，０００

老 健 ２９ ７，４８４ １２，９００ ５，０００ １７ ８，０１２ １２，９００ ５，０００

Ｇ Ｈ ２３ ５，５５７ ８，２００ ４，０００ １７ ６，２６５ ２０，０００ ４，０００

小規模多機能型 １２ ６，１６７ １０，０００ ４，０００ ８ ７，１４４ １５，７５０ ４，０００

看護小規模多機能型 １２ ５，３４２ ８，４００ ３，２００ ５ ４，８４０ ６，０００ ３，２００

単独型短期入所 ５ ６，５８７ ８，０００ ５，０００ ２ ５，２１９ ５，４３７ ５，０００

介 護 医 療 院 １ ７，０００ ７，０００ ７，０００

全 体 ８８ ６，３６５ １２，９００ ３，２００ ５３ ６，７９２ ２０，０００ ３，２００

２交替夜勤

３交替準夜

３交替深夜

１ 介護職員
〈正規職員〉
正規職員の２交替夜勤

の手当額は平均６，３６５円
（前回６，０１１円）となっ
ています。３交替夜勤の
手当額は回答数が少な
く、調査対象の違いの影
響を受けるため参考値に
なりますが、準夜で３，３４１
円（同３，７１２円）、深夜で
４，０２２円（同４，６１４円）と
なっており、２交替夜勤
の手当額も含めて、全体
的に金額が低い状況で
す。
業態によって金額にば

らつきが出るのも毎回の
傾向です。２交替夜勤の
最高額で比較した場合、
最も高い老健（１２，９００
円）と最も低い介護医療
院（７，０００円）では、その
差は５，９００円に及びます。
また、同一の業態で差が
大きいのは老健で、最高
額と最低額の差は約
７，９００円にもなります。
最も低額だったのは看多
機の３，２００円でした。
３交替夜勤の最高額で

の比較による業態間格差
は、準夜１，０００円、深夜は
約９００円となっています。
また、同一の業態での格
差は準夜・老健２，８２９円、
深夜・短期入所２，５４０円
となっています。
〈非正規職員〉
非正規職員の２交替の手当額は、支給方法が多様なため回答同士を比較することはできず、参考値になり

ます。夜間労働という同様の負荷に対する手当でありながら、非正規職員の手当が正規職員よりも低い施設
がある一方で、正規職員と同等の手当が支給されている施設もありました。手当の最高額が同じ業態の正規
職員の額を上回っているのは、基本給（時間給）などと併せて、夜勤１回の賃金として支払われる額である
と考えられます。

２８ 医療労働



業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健 ２６ ８，８２７ １３，０００ ６，０００ １５ ８，６０１ １２，９００ ６，７００

Ｇ Ｈ ２ ７，５００ １０，０００ ５，０００

小規模多機能型 １ １０，０００ １０，０００ １０，０００

看護小規模多機能型

単独型短期入所 ２ ７，７１９ １０，０００ ５，４３７

介 護 医 療 院 １ ９，０００ ９，０００ ９，０００

全 体 ３２ ８，７１７ １３，０００ ５，０００ １５ ８，６０１ １２，９００ ６，７００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健 ２ ４，８００ ４，８００ ４，８００ １ ４，８００ ４，８００ ４，８００

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

単独型短期入所 １ ２，０６０ ２，０６０ ２，０６０ １ ２，０６０ ２，０６０ ２，０６０

介 護 医 療 院

全 体 ３ ３，８８７ ４，８００ ２，０６０ ２ ３，４３０ ４，８００ ２，０６０

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健 ２ ５，２００ ５，２００ ５，２００ １ ５，２００ ５，２００ ５，２００

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

単独型短期入所 １ ２，３６０ ２，３６０ ２，３６０ １ ２，３６０ ２，３６０ ２，３６０

介 護 医 療 院

全 体 ３ ４，２５３ ５，２００ ２，３６０ ２ ３，７８０ ５，２００ ２，３６０

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

単独型短期入所

介 護 医 療 院

全 体

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

単独型短期入所

介 護 医 療 院

全 体

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

単独型短期入所

介 護 医 療 院

全 体

２交替夜勤２交替夜勤

３交替準夜３交替準夜

３交替深夜３交替深夜

２ 看護職員
〈正規職員〉
看護正規職員の２交替

の手当額は平均８，７１７円
（前回８，７２１円）となって
います。
全体の最高額を比較し

た場合の業態間の格差は
８，０００円となっていま
す。同一の業態で差が最
も大きいのは老健で、そ
の差は７，０００円にも及ん
でいます。２交替夜勤の
手当ての回答は老健が中
心になっています。老健
の正規職員の２交替夜勤
の手当額は平均８，８２７円
（前回８，９９０円）となって
います。
３交替夜勤の手当額

は、全体の回答数が少な
いため参考値となります
が、老健、短期入所から
の回答となっています。
準夜で平均３，８８７円（前
回４，３８１円）、深夜で平均
４，２５３円（同５，５９８円）と
なっています。
〈非正規職員〉
２交替の手当について

は、老健のみの回答に
なっており、平均額は
８，６０１円、最高額１２，９００
円、最低額６，７００円となっ
ています。
３交替の手当額は、全

体の回答数が少ないた
め、参考値となります
が、準夜、深夜共に回答
があったのは老健と短期
入所からでした。平均額
は、準夜勤で３，４３０円、
深夜勤で３，７８０円となっ
ています。

結果

医療労働 ２９



夜間救急対応の
有無 割合（％）

有 無 有 無
２０１３年 ― ― ― ―
２０１４年 ４８ ７９ ３７．８ ６２．２
２０１５年 ５３ ５９ ４７．３ ５２．７
２０１６年 ３６ ８２ ３０．５ ６９．５
２０１７年 ４８ ８６ ３５．８ ６４．２
２０１８年 ３４ ７６ ３０．９ ６９．１
２０１９年 ３８ ８５ ３０．９ ６９．１
２０２０年 ４０ ９５ ２９．６ ７０．４
２０２１年 ３９ ８７ ３１．０ ６９．０
２０２２年 ３８ ９０ ２９．７ ７０．３
２０２３年 ２８ ７９ ２６．２ ７３．８

業 態
有効
回答
施設数

夜間救急対応の
有無 割合（％）

有 無 有 無
特 養 １０ １ ９ １０．０ ９０．０

老 健 ３５ １１ ２４ ３１．４ ６８．６

Ｇ Ｈ ２４ ５ １９ ２０．８ ７９．２

小規模型＆看護小規模型 ２７ ７ ２０ ２５．９ ７４．１

単 独 型 短 期 入 所 ９ ３ ６ ３３．３ ６６．７

介 護 医 療 院 ２ １ １ ５０．０ ５０．０

全 体 １０７ ２８ ７９ ２６．２ ７３．８

過去のデータとの比較

※救急対応：救急車の要請（１１９番）や施設外の医療機関への受診を要したケース

夜勤明け翌日が
勤務だった有無 割合（％）

有 無 有 無
２０１３年 ９３ １９ ８３．０ １７．０
２０１４年 ３３ １０２ ２４．４ ７５．６
２０１５年 ３１ ９３ ２５．０ ７５．０
２０１６年 ４５ ８０ ３６．０ ６４．０
２０１７年 ４９ ８９ ３５．５ ６４．５
２０１８年 ４５ ７４ ３７．８ ６２．２
２０１９年 ５２ ７５ ４０．９ ５９．１
２０２０年 ４６ ９０ ３３．８ ６６．２
２０２１年 ４５ ８２ ３５．４ ６４．６
２０２２年 ５４ ８１ ４０．０ ６０．０
２０２３年 ３７ ７２ ３３．９ ６６．１

業 態
有効
回答
施設数

夜勤明け翌日が
勤務だった有無 割合（％）

有 無 有 無
特 養 １０ ４ ６ ４０．０ ６０．０

老 健 ３６ １１ ２５ ３０．６ ６９．４

Ｇ Ｈ ２３ １２ １１ ５２．２ ４７．８

小規模型＆看護小規模型 ２７ ５ ２２ １８．５ ８１．５

単 独 型 短 期 入 所 １１ ５ ６ ４５．５ ５４．５

介 護 医 療 院 ２ ２ １００．０

全 体 １０９ ３７ ７２ ３３．９ ６６．１

過去のデータとの比較

２１ 夜間救急対応

医療機関での夜勤とは異なり、介護施設では夜間の救急対応を施設内で行うことができないため、病院へ
の搬送が必要となる場合があります。その場合、介護職員が救急車に同乗するケースも多く、残された夜勤
者の勤務状況にも多大な影響を与えます。
夜間帯の救急対応（救急車の要請や施設外（医療機関）への受診を要するケース）の有無については、例

年３割程度の施設が「有」と回答しています。今回は回答のあった職場の１０７施設の２６．２％にあたる２８施設
が「有」と回答しています。
業態別で見ると、介護医療院で５０．０％、短期入所で３３．３％、病院と在宅の中間施設にあたる老健でおよそ

３１．４％と「有」の割合が３０％を超えています。次いで、小多機＆看多機、ＧＨ、特養の順で、救急対応の割
合が高くなっています。

２２ 夜勤明け翌日が勤務

夜勤労働が及ぼす心身への影響を踏まえると夜勤の翌日は勤務免除日、最低でも休日とすべきです。しか
し、夜勤明け翌日の勤務については、３３．９％の施設が「勤務だったことがある」と回答しています。経年で
見ると増加傾向にありましたが、今回は減少しています。
業態別では、ＧＨで５２．２％が「夜勤明け翌日の勤務」を「有」と回答しています。また、特養と短期入所

の４０％を超える施設が「有」と回答しています。
「夜勤明けの翌日の勤務」は、職場の人員体制や雇用形態（夜勤ができるかどうか）の影響も多分に受け
るため、配置基準の引き上げや処遇改善などの人材確保策が負担軽減にもつながります。
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業 態
有効
回答
施設数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 ７ ２時間２５分 ４時間００分 １時間００分

老 健 ３１ ２時間２０分 ４時間００分 １時間００分

Ｇ Ｈ ２５ ２時間１７分 ４時間００分 １時間００分

小規模多機能型 １３ ２時間００分 ３時間００分 １時間００分

看護小規模多機能型 １３ ２時間５０分 ５時間００分 ２時間００分

単独型短期入所 ５ ３時間１８分 ５時間００分 ２時間００分

介護 医 療 院 １ ２時間００分 ２時間００分 ２時間００分

全 体 ９５ ２時間２４分 ５時間００分 １時間００分

業 態
有効
回答
施設数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 ２ １時間００分 １時間００分 １時間００分

老 健 ３ １時間１０分 １時間４５分 ０時間４５分

Ｇ Ｈ

小規模多機能型 １ １時間００分 １時間００分 １時間００分

看護小規模多機能型

単独型短期入所 ５ １時間００分 １時間００分 １時間００分

介護 医 療 院 １ １時間００分 １時間００分 １時間００分

全 体 １２ １時間０２分 １時間４５分 ０時間４５分

３交替夜勤 ２交替夜勤

業 態
有効
回答
施設数

仮眠室の有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 ９ ７ ２ ７７．８ ２２．２

老 健 ３７ ３２ ５ ８６．５ １３．５

Ｇ Ｈ ２５ １６ ９ ６４．０ ３６．０

小規模多機能型 １４ ４ １０ ２８．６ ７１．４

看護小規模多機能型 １３ ２ １１ １５．４ ８４．６

単独型短期入所 １０ ７ ３ ７０．０ ３０．０

介 護 医 療 院 ２ ２ １００．０

全 体 １１０ ７０ ４０ ６３．６ ３６．４

２３ 休憩時間と仮眠時間

この調査は、あくまで就業規則で定められている休憩・仮眠時間についての聞き取りとなっており、実際
に休憩・仮眠が取得できているかどうかという実態ではありません。
３交替夜勤の施設では、休憩時間と仮眠時間の合計時間は平均１時間０２分（前回１時間０９分）となってい
ます。最長は老健の１時間４５分、最短は老健の４５分でした。
２交替夜勤の施設では平均で２時間２４分となっており、前回（２時間２１分）よりも増加しました。最長は
看多機、短期入所で５時間００分となっています。最も短かったのは、看多機、短期入所、介護医療院を除く
業態の１時間００分の回答になります。今回、１時間の回答は全体で５件となりました。
調査を進めるなかで、長時間夜勤（２交替夜勤）をやりながら、休憩・仮眠が１時間しか設定されていな

い施設があるという実態が明らかになっています。長時間の夜勤をなくすことが大前提ではありますが、休
憩・仮眠時間が１時間しか設けられていない状況は労働者の健康と利用者の安全にとってこの上なく有害で
す。一刻も早い改善が必要とされます。

２４ 仮眠室の有無

夜勤を行う施設では「仮眠場所を、男性用と女性
用に区別して設けなければならない」（労働安全衛
生規則第６１６条）と定められています。介護施設も
当然に仮眠室があると考えがちですが、必ずしもそ
うではないという実態が明らかになっています。
全体で、有効回答があった１１０施設のうち３６．４％

の施設で「仮眠室がない」との回答でした。特に、
施設規模が小さく、民家などを改修して開設してい
るケースが多いＧＨや小多機、看多機で仮眠室がな
い傾向があり、看多機では８４．６％が「無」と回答し
ています。職員の労働安全衛生上からも、せめて職
員がくつろげる「仮眠・休憩室」を設置する必要が
あります。

結果
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業 態 ２０人以下 ２１人以上
～４０人以下

４１人以上
～６０人以下 ６１人以上 無回答 合計

サービス付き
高齢者向け住宅

１ １ ２

有料老人ホーム １ ５ １ ２ ９

養護老人ホーム １ １

全 体 ２ ６ ０ ２ ２ １２

業 態
有効
回答
施設数

構成割合（％） 雇用割合（％）

介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

サービス付き
高齢者向け住宅 ９ ６８.３ １２.９ １８.８ ６５.３ ３４.７

有料老人ホーム ２ ９２.０ ８.０ ０.０ ７２.０ ２８.０

養護老人ホーム １ ７２.７ ２７.３ ０.０ ７７.４ ２２.６

全 体 １２ ７１.１ １３.７ １５.３ ６７.４ ３２.６

業 態
有効
回答
施設数

変則
３交替

３交替と
２交替
の混合

２交替
（１６ｈ未満）

２交替
（１６ｈ以上）

当直と
２交替

サービス付き
高齢者向け住宅 ２ ２

有 料 老 人
ホ ー ム ９ １ １ １ ５ １

養 護 老 人
ホ ー ム １ １

全 体 １２ １ １ １ ８ １

業 態
有効
回答
施設数

平均
シフト
数

有効
回答
施設数

３交替 有効
回答
施設数

２交替

平均
日数

最多
日数

平均
回数

最多
回数

サービス付き
高齢者向け住宅 ２ ６.５通り ２ ４.６ ８

有料老人ホーム ９ ５.９通り １ ９ １８ ７ ４.７ １０

養護老人ホーム １ ５通り １ ５.６ ７

全 体 １２ ５.９通り １ ９ １８ １１ ５.０

２５ その他施設の集計

１ その他施設の回収数（平均利用者数別）
今回の調査では「その他施設」の回答数は、１２施
設（前回１４施設）で、内訳は有料老人ホーム９施
設、サービス付き高齢者向け住宅２施設、養護老人
ホーム１施設でした。
表は「その他施設」の業態別の内訳を定員規模別に

集約したものです。利用者数が２１人以上～４０人以下
の中規模の施設が６施設と最も多く、次いで２０人以
下と６１人以上の施設が２施設ずつとなっています。

２ 各施設の職員の構成割合と非正規割合
各施設の職員の構成は、介護職員がサービス付き

高齢者住宅で６８．３％、有料老人ホーム９２．０％、養護
老人ホーム７２．７％の割合でした。全体では介護職員
が７１．１％に対して、看護職員とその他の職員を合わ
せた割合が２９．０％となっています。
雇用割合は、回答のあった全ての施設で正規職員

が６５％以上でした。全体では正規職員６７．４％、非正
規職員３２．６％の割合になっています。

３ 各施設の夜勤形態
３交替夜勤は有料老人ホームで２施設あり、変則
３交替と３交替と２交替の混合でした。２交替夜勤
と回答した施設は９施設ありました。そのうち８施
設が「１６時間以上」の夜勤を実施していました。

４ 各施設の平均シフト数及び平均夜勤回数
全体のシフト数の平均は５．９通りとなっています

が、有料老人ホームでは平均５．９通りで、最も多い
施設では１４通りとなっていました。最も少なかった
施設は４通りでサービス付き高齢者住宅１回答、有
料老人ホームで３回答となっていました。
３交替夜勤を実施している施設での夜勤日数は、
最多で１８日と指針を超える範囲でした。２交替夜勤
では、全業態で指針の４回を超える平均回数となっ
ていました。有料老人ホームでは、夜勤の最多回数
が１０回となっています。有効回答数には、３交替と
２交替の混合施設を３交替と２交替の項目に分けて
分析しています。
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定 員（人） １人夜勤 ２人夜勤 ４人夜勤 当直 無回答

20以下 ２ １

21以上30以下 １ １

31以上40以下 ２ １

80以上100以下 １ １

業 態
有効
回答
施設数

夜勤協定
の有無

協定日数
（協定回数）

有 無 ４ ５ ６ ８

サービス付き
高齢者向け住宅 ２ ２

有料老人ホーム ８ ３ ５ ２ １

養護老人ホーム １ １

全 体 １１ ３ ８ ２ １ ０ ０

５ 平均利用者数別の夜勤体制
１人夜勤と回答した施設は、サービス付き高齢者

向け住宅１施設と有料老人ホーム２施設でした。ま
た、定員３１人以上４０人以下の回答の一つには２交替
と３交替の混合施設からの回答と、当直と２交替の
回答が含まれています。４人夜勤と回答している有
料老人ホームがありましたが、３交替で１フロアご
とに一人の配置となっており、実質的には一人夜勤
になっています。

６ 夜勤協定の有無、協定日数
夜勤協定が「有」と答えた施設は１１施設中３施設
にとどまっています。回答のあった施設は全て２交
替夜勤の職場でした。参考値になりますが、夜勤協定
の回数は２施設で４回、１施設で５回になっていま
す。

結果
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業態の名称 全国の施設数 施設の機能、特徴

特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設） ８，４１４

寝たきりや認知症など常に介護が必要な方で、在宅での生
活が困難な方のための施設。入所者は、施設内で３大介護
（食事介助、入浴介助、排泄介助）のほか、機能訓練や日常
的な生活介護を受けることができる。一つの居室に複数の利
用者（原則４人以下）が入所するタイプのほか、一つの居室
に１人の利用者が入所するユニット型のタイプがある。定員
が８０人を超える施設が全体の４割弱、５０人を超える施設では
９割弱と中～大規模の施設が中心となっている。定員２９人以
下の地域密着型介護老人福祉施設もある。
２０１５年４月以降、入所できる利用者が原則として要介護度
３以上に限定された。

介護老人保健施設 ４，２７９

入所者に対して、リハビリテーションなどの医療的サービ
スを提供し、在宅への復帰を目指す施設。利用者の状態に合
わせ、３大介護のほか、医学管理の下で、看護、リハビリ
テーションなどを受けることができる。比較的、大規模な施
設が多く、定員が１００人を超える施設が全体の半数、８０人以
上の施設では全体の７割に及ぶ。看護師の配置は特別養護老
人ホームよりも多く、（当直・夜勤を問わず）夜間帯に看護
師を配置している施設が多い。

介護医療院

７３９
Ⅰ型４９８
Ⅱ型２３６
混合５

長期にわたり療養が必要である者に対し、療養上の管理、
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必
要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施
設。２０２２年９月３０日現在で７３９施設が開設して総ベッド数は
４４,０００床になった。

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム） １４，０８５

認知症の高齢者が共同生活をする住居型の介護施設で、３
大介護や日常的な生活介護を受けることができる。共同生活
住居（ユニット）あたりの入所人数は最大９人となっており、
１ユニット、または２ユニットの事業所が全体の９割を占め
ている。居室は原則として個室でなければならない。民家を
改修している施設もあり、利用者が複数階に分かれて居住し
ている施設や休憩・仮眠室を確保していない施設などもある。

小規模多機能型
居宅介護事業所 ５，６１４

事業所に登録することにより、通所サービス、短期の宿泊
サービス、訪問サービスなどを受けることができる。看護職
員１人以上が必置となっている（兼務可）。登録定員は２９人
以下に限定され、１日の泊りの定員も最大で９人まで（登録
人数などによって変動）となっている。

看護小規模多機能型
居宅介護事業所 ８１７ 小規模多機能型居宅介護サービスと訪問介護サービスを一

体的に提供している事業所。

短期入所生活介護施設 １１，７９０

在宅で生活する利用者が、短期間入所して３大介護やその
他の日常的な生活介護を受けることができる。特別養護老人
ホームなどとの併設型と単独型があり、単独型は定員２０人以
上とされている。併設型の利用者と特別養護老人ホーム等の
併設されている施設の利用者を一体のものとみなして職員体
制を取ることができる。

各業態の機能、特徴

（ ）

施設数は厚生労働省「令和３年（２０２１）介護サービス施設・事業所調査」による
介護医療院は厚労省ホームページより、老健局老人保健課（令和４年１１月３０日付、令和４年９月３０日時点）
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業 態 施設形態 利用者数 配置職員 配置数 備 考

特養

通常型

利用者の数が２５名以下

介護職員又は
看護職員

１名以上

利用者の数が２６名～６０名 ２名以上

利用者の数が６１名～８０名 ３名以上

利用者の数が８１名～１００名 ４名以上

利用者の数が１０１名以上 ５名以上
４名にプラスして、１００名を超えて２５
名又は端数を増すごとに１名を加えて
得た数以上の人員の配置

通常型
（人員基準緩和を
適用した場合）

利用者の数が２５名以下

介護職員又は
看護職員

１名以上

人員基準緩和の要件は入所者全員への
見守り機器の導入

利用者の数が２６名～６０名 １．６名以上

利用者の数が６１名～８０名 ２．４名以上

利用者の数が８１名～１００名 ３．２名以上

利用者の数が１０１名以上 ４名以上
３．２名に利用者の数が１００名を超えて２５
名又はその端数を増すごとに０．８名を
加えて得た数以上

ユニット型 ２つのユニット毎 介護職員又は看護職員 １名以上

老健
通常型 指定なし

介護職員又は
看護職員

２名以上
利用者数が４０名以下で、常時、緊急の
連絡体制を整備しているものにあって
は１名以上

介護療養（転換）型 「通常型」の要件に加え、看護職員の数が利用者の数を４１で除して
得た数以上

介護医療院

Ⅰ型介護医療院
Ⅱ型介護医療院
特別介護医療院

利用者の数が３０名以下 介護職員又は
看護職員

※ただし、看護職
員１名以上は必ず

配置

２名以上

利用者の数が３１名以上 ３名以上
２名にプラスして、３０名を超えて３０名
又は端数を増すごとに１名を加えて得
た数以上の人員の配置

ユニット型Ⅰ型介護医療院
ユニット型Ⅱ型介護医療院
ユニット型特別介護医療院

２ユニット毎 看護職員又は
介護職員 １名以上

ＧＨ １ユニットごとに配置 夜勤を行う
介護従事者 １名以上

ただし、３ユニットから、利用者の安
全確保や職員の負担にも留意しつつ、
隣接しており、職員が円滑に利用者の
状況把握を行い、速やかな対応が可能
な構造で安全対策をとっていることを
要件に例外的に夜勤２人以上の配置に
緩和できることとし、事業所が夜勤職
員体制を選択することを可能とする

小多機＆
看多機 特に指定なし 夜勤を行う

介護従事者 １名以上 小規模多機能施設及び複合型サービス
施設の宿泊の最大定員は９名

短期入所
生活介護

単独型

利用者の数が２５名以下

介護職員又は
看護職員

１名以上

利用者の数が２６名～６０名 ２名以上

利用者の数が６１名～８０名 ３名以上

利用者の数が８１名～１００名 ４名以上

利用者の数が１０１名以上 ５名以上
４名にプラスして、１００名を超えて２５
名又は端数を増すごとに１名を加えて
得た数以上の人員の配置

単独型ユニット型 ２つのユニット毎 介護職員又は
看護職員 １名以上

併設型（※）
「単独型」の「利用者の数」を「短期入所の利用者の
数及び特別養護老人ホームの入所者の数の合計数」に
読み替え、以下「単独型」と同じ。

（※）特別養護老人ホームの全部又は一
部の入居者に利用されていない居室を
利用して短期入所の事業を行うもの。
（※）併設型短期入所生活介護（従来
型）は特養の見守り機器等を導入した
場合と同様の改定

「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」より

各業態の夜勤の職員配置要件

結果
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業態 加算名 要 件 加算
単位 備考 １カ月当たりの金額

（１単位１０円）

特養

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）イ

入所定員が３０名以上５０名以下
夜勤の介護職員または看護職員をプラス１人配置
（但し、以下の場合は配置要件が緩和されます）
①見守り機器を入所者の１０％以上に導入の場合→プラス０．９人
②見守り機器を入所者全員に導入、かつ夜勤職員全員がインカ
ム等のＩＣＴを使用、安全体制の確保→プラス０．８人

（※）夜勤の職員配置要件で人員基準の緩和を適用している場合
→プラス０．６人

２２単位

夜勤の職員配置
要件で人員基準
緩和を適用して
いる場合の夜勤
配 置 は、上 記
「各業態の夜勤
の職員配置要
件」表を参照

２６４，０００円
金額は３０日、
定員４０名で
計算

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）ロ

入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．９
人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設置など

１３単位 ２７３，０００円
金額は３０日、
定員７０名で
計算

入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．８
人配置かつ動向検知器を利用者全員（１００％）に設置、夜勤職
員全員がインカム等のＩＣＴを使用しているなど

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）イ

ユニット型で、入所定員が３０名以上５０名以下
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．９
人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設置など

２７単位 ３２４，０００円
金額は３０日、
定員４０名で
計算ユニット型で、入所定員が３０名以上５０名以下

夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．６
人配置かつ動向検知器を利用者全員（１００％）に設置など

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）ロ

ユニット型で、入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．９
人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設置など

１８単位 ３７８，０００円
金額は３０日、
定員７０名で
計算

ユニット型で、入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．６
人配置かつ動向検知器を利用者全員（１００％）に設置、夜勤職
員全員がインカム等のＩＣＴを使用しているなど

夜勤職員配置加算
（Ⅲ）イ

加算（Ⅰ）イに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の
交付を受けている者が配置 ２８単位 ２５２，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅲ）ロ

加算（Ⅰ）ロに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の
交付を受けている者が配置 １６単位 ３３６，０００円 金額は３０日、

定員７０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅳ）イ

加算（Ⅱ）イに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の
交付を受けている者が配置 ３３単位 ２９７，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅳ）ロ

加算（Ⅱ）ロに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の
交付を受けている者が配置 ２１単位 ４４１，０００円 金額は３０日、

定員７０名で計算

老健 夜勤職員配置加算

（１）老健および短期入所療養介護の利用者数の合計が４１名以
上の場合、２０名またはその端数を増すごとに１人以上配置、か
つ、２人を超えていること。
（２）入所定員が４０名以下の場合、２０名またはその端数を増す
ごとに１人以上配置、かつ、１人を超えていること。

２４単位 （1）または（2）の要件をクリア

（１）
５０４，０００円
（２）
２１６，０００円

（１）金額は３０日、
定員７０名で計算
（２）金額は３０日、
定員３０名で計算

介護
医療院

夜間勤務等看護加
算（Ⅰ）

看護職員の数が、入所者の合計数が１５名またはその端数を増すご
とに1人以上であり、かつ2人以上であること。 ２３単位 ４８３，０００円 金額３０日、

定員７０名で計算

夜間勤務等看護加
算（Ⅱ） 加算（Ⅰ）の「１５名」を「２０名」と読み替える １４単位 ２９４，０００円 金額３０日、

定員７０名で計算

夜間勤務等看護加
算（Ⅲ）

看護職員または介護職員の数が、入所者の合計数が１５名または
その端数を増すごとに１人以上であり、かつ２人以上であるこ
と。また、看護職員が１人以上であること。

１４単位 ２９４，０００円 金額３０日、
定員７０名で計算

夜間勤務等看護加
算（Ⅳ） 加算（Ⅲ）の「１５名」を「２０名」と読み替える。 ７単位 １４７，０００円 金額３０日、

定員７０名で計算

GH

夜間支援体制加算
（Ⅰ）

１ユニットで夜勤を行う介護従事者及び宿直勤務医にあたるも
のの合計数が２以上であること ５０単位 １３５，０００円 金額は３０日、

定員９名で計算

夜間支援体制加算
（Ⅱ）

２ユニット以上で夜勤を行う介護従事者及び宿直勤務にあたる
ものの合計数がユニットの数に１を加えた数以上であること ２５単位 １３５，０００円 金額は３０日、

定員１８名で計算

短期
入所

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）

夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、又はプラス０．９
人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設置など １３単位 １１７，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
特養の要件に準ずる

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）

ユニット型で、夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、
又はプラス０．９人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設
置など １８単位 １６２，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
特養の要件に準ずる

夜勤職員配置加算
（Ⅲ）

加算（Ⅰ）に加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交
付を受けている者が配置 １５単位 １３５，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算

夜勤職員配置加算
（Ⅳ）

加算（Ⅱ）に加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交
付を受けている者が配置 ２０単位 １８０，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算

※２０２１年介護報酬改定以降の単位、要件を掲載しています

各業態の夜勤加算と要件

３６ 医療労働



医療労働 ３７


